
- 83 -

───────────────────────────────────────────

平成31年 第１回（定例）周 防 大 島 町 議 会 会 議 録（第２日）

平成31年３月６日（水曜日）

───────────────────────────────────────────

議事日程（第２号）

平成31年３月６日 午前９時30分開議

日程第１ 議案第１号 平成３１年度周防大島町一般会計予算

日程第２ 議案第２号 平成３１年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算

日程第３ 議案第３号 平成３１年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計予算

日程第４ 議案第４号 平成３１年度周防大島町介護保険事業特別会計予算

日程第５ 議案第５号 平成３１年度周防大島町簡易水道事業特別会計予算

日程第６ 議案第６号 平成３１年度周防大島町下水道事業特別会計予算

日程第７ 議案第７号 平成３１年度周防大島町農業集落排水事業特別会計予算

日程第８ 議案第８号 平成３１年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計予算

日程第９ 議案第９号 平成３１年度周防大島町渡船事業特別会計予算

日程第10 議案第10号 平成３１年度周防大島町水道事業特別会計予算

日程第11 議案第11号 平成３１年度周防大島町病院事業特別会計予算

日程第12 議案第12号 平成３０年度周防大島町一般会計補正予算（第１０号）（討論・採決）

日程第13 議案第13号 平成３０年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

（討論・採決）

日程第14 議案第14号 平成３０年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）

（討論・採決）

日程第15 議案第15号 平成３０年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）（討

論・採決）

日程第16 議案第16号 平成３０年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）（討

論・採決）

日程第17 議案第17号 平成３０年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第３号）（討論・

採決）

日程第18 議案第18号 平成３０年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

（討論・採決）

日程第19 議案第19号 平成３０年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

（討論・採決）



- 84 -

日程第20 議案第20号 平成３０年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第３号）（討論・

採決）

日程第21 議案第21号 平成３０年度周防大島町水道事業企業会計補正予算（第３号）（討論・

採決）

日程第22 議案第22号 平成３０年度周防大島町病院事業局企業会計補正予算（第２号）（討論・

採決）

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件

日程第１ 議案第１号 平成３１年度周防大島町一般会計予算

日程第２ 議案第２号 平成３１年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算

日程第３ 議案第３号 平成３１年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計予算

日程第４ 議案第４号 平成３１年度周防大島町介護保険事業特別会計予算
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採決）
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──────────────────────────────
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14番 荒川 政義君

──────────────────────────────

欠席議員（１名）

８番 松井 岑雄君

──────────────────────────────

欠 員（なし）

──────────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 舛本 公治君 議事課長 大川 博君

書 記 池永祐美子君

──────────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

町長 …………………… 椎木 巧君 代表監査委員 ………… 西本 克也君

副町長 ………………… 岡村 春雄君 教育長 ………………… 西川 敏之君

病院事業管理者 ……… 石原 得博君 総務部長 ……………… 中村 満男君

産業建設部長 ………… 林 輝昭君 健康福祉部長 ………… 平田 勝宏君
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環境生活部長 ………… 佐々木義光君 久賀総合支所長 ……… 藤井 正治君

大島総合支所長 ……… 近藤 晃君 東和総合支所長 ……… 山﨑 実君

橘総合支所長 ………… 中村 光宏君
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下水道課長 …………… 江本 達志君

──────────────────────────────

午前９時30分開議

○議長（荒川 政義君） 改めまして、おはようございます。

松井議員から欠席の通告を受けております。

これから本日の会議を開きます。

昨日の本会議において、議案第２９号周防大島町ながうらスポーツ滞在型施設等の設置及び管

理に関する条例の一部改正について、建設環境常任委員会に審査を付託いたしたことに伴い、建

設環境常任委員会の付託審査表を訂正いたしましたので、配付させていただいております。

本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりです。

────────────・────・────────────

日程第１．議案第１号

○議長（荒川 政義君） 日程第１、議案第１号平成３１年度周防大島町一般会計予算を議題とし

ます。

補足説明を求めます。中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） 議案第１号平成３１年度周防大島町一般会計予算について、補足説

明をいたします。

予算書及び事項別明細書につきましては、一般会計と特別会計で別冊となっております。一般

会計の予算書を御用意願います。

それでは、一般会計予算の補足説明をさせていただきます。予算書の１ページをお願いいたし

ます。

第１条におきまして、歳入歳出予算の総額を１４３億８,７００万円と定めております。対前

年度比４.９％、６億６,７００万円の増額予算となっております。

第２条、債務負担行為は、１０ページの第２表のとおり、それぞれ指定管理料の消費税率改定

による平成３２年度以降の影響額について、新たに債務負担行為の設定を行うものでございます。
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第３条、地方債は、１１ページの第３表のとおり、それぞれの事業実施にあたり起こすことの

できる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるものであり、その限度

額を１８億１,７９０万円と定めるものでございます。

第４条は、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の最高額を３０億円と定

めております。

第５条は、歳出予算の流用でございますが、歳出予算の各項の経費の金額を流用することがで

きる場合は、同一款内における給料等の項間の流用と定めるものでございます。

それでは、事項別明細書により、順を追って歳入歳出予算の主なものにつきまして御説明をさ

せていただきます。

まず、歳入でございます。事項別明細書の５ページをお願いいたします。

１款町税の１項町民税は、５億２,７８０万円を計上いたしました。前年度の課税状況等を考

慮し、対前年度比２７９万２,０００円の増額計上でございます。

２項固定資産税は、太陽光発電の設置等により償却資産の増額が見込まれることから、前年度

比１,２２８万３,０００円増の６億６,１９７万６,０００円の計上でございます。

６ページの３項軽自動車税２目環境性能割は、今年１０月に予定されております消費税引き上

げにあわせ、従来の自動車取得税が廃止となり、環境性能割が新設されることから、軽自動車税

分について計上することといたしております。

また、４項たばこ税、５項入湯税につきましては、３０年度の調定額を参考に積算し計上して

おりますが、たばこ税につきましては、たばこ税率の改正により３１０万円の増額を見込んでお

ります。

７ページの２款地方譲与税から、９ページ、９款地方特例交付金までは、いずれも平成３０年

度の決算見込みと地方財政見通しをもとに試算し計上しておりますが、８款環境性能割交付金に

つきましては、軽自動車税で説明いたしました環境性能割の普通車分となっており、新規の計上

でございます。

１０款地方交付税は、前年度と同額の７３億６,０００万円を計上しております。

本来であれば、普通交付税は大幅な減額計上となるところでありますが、水道等の高料金対策に

よる増額や前年度の普通交付税の錯誤の影響額を考慮し、同額計上となっております。また、特

別交付税は前年度と同額の６億１,０００万円となっております。

また、臨時財政対策債を含めた広義の地方交付税額は、対前年度比１％、８,０００万円の減

額となっております。

１１款交通安全対策特別交付金は、前年並みの３００万円を計上いたしました。

１２款分担金及び負担金１項分担金は、県営事業により久賀地区及び戸田地区の区画整理等を
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行う耕作放棄地解消発生防止基盤整備事業の分担金３１５万円の計上でございます。

１０ページ、２項負担金は、老人保護措置費負担金として３,４１０万７,０００円、児童福祉

費負担金は保育料でございますが、保育所利用者負担金４,８８２万４,０００円の計上が主なも

のでございます。

なお、引き続き、保育所への同時入所の２人目以降を無料とし、保護者の負担を軽減する取り

組みを行っております。

１３款使用料及び手数料のうち１項使用料は、町営駐車場、斎場、市民農園、中小企業従業員

住宅、星野哲郎記念館、公営住宅等々、町内各施設の使用料の計上でございますが、１２ページ

の土木使用料の若者定住促進住宅使用料１１２万円は、新規の計上となっております。

１４ページ、２項手数料は、戸籍、住民票等の発行手数料、ごみ処理手数料等を合わせ、

２,５７１万２,０００円の計上でございます。

１５ページ、１４款国庫支出金の１項国庫負担金は、国保基盤安定負担金、障害者自立支援給

付費負担金、私立保育所運営費負担金、児童手当負担金、また、福祉事務所関係経費の児童扶養

手当負担金及び生活保護費負担金などの計上で、総額８億７,１１２万９,０００円の計上でござ

います。

１６ページの２項国庫補助金のうち１目総務費国庫補助金では、再編交付金１億３,１００万

円が主な計上となっております。

なお、当初予算案の概要３６ページに再編交付金充当事業を掲載しております。

２目民生費国庫補助金は、社会福祉費補助金には、１０月からの消費税引き上げによる負担緩

和のためのプレミアム付き商品券事業に関する補助金７,３８８万円を、１７ページ、災害救助

費補助金には、昨年７月の豪雨災害による半壊以上の被害を受けた住家について、公費にて解体

する災害等廃棄物処理事業補助金をそれぞれ新規に計上いたしております。

３目衛生費国庫補助金は、合併浄化槽設置補助に係る循環型社会形成推進交付金やがん検診総

合支援事業補助金等を、４目農林水産業費国庫補助金は、海岸保全施設整備事業補助金５,６００万

円の計上でございます。

５目土木費国庫補助金は、日前橋補修事業や橋梁詳細設計業務のほか道路橋梁の改良事業に係

る活力創出基盤整備交付金５,４８７万円の計上でございます。

６目消防費国庫補助金は、椋野及び東和地区の耐震性防火水槽を整備する消防防災施設整備費

補助金５３８万６,０００円となっております。

１８ページ、８目災害復旧費国庫補助金は、昨年７月の豪雨災害による農道及び林道の災害復

旧事業に関する施越分の計上が主なものでございます。

３項国庫委託金は、基礎年金等に係る事務委託金を計上しております。
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１５款県支出金１項県負担金は、国保基盤安定負担金、障害者自立支援給付費負担金、後期高

齢者基盤安定負担金、私立保育所運営費負担金、児童手当負担金、生活保護費負担金等、総額

４億２,９７１万２,０００円の計上でございます。

２０ページ、２項県補助金のうち２目民生費県補助金では、福祉医療費補助金、国保負担軽減

対策費助成事業補助金、子ども・子育て支援交付金が主なもので、総額９,１３９万円の計上で

ございます。

３目衛生費県補助金は、広域水道出資債元利補給金３,６８４万８,０００円の計上が主なもの

であり、総額５,５９９万５,０００円となっております。

２１ページ、４目農林水産業費県補助金は、農業費補助金では中山間地域等直接支払交付金事

業補助金、新規就農者確保事業補助金、新規就業者等産地拡大促進事業補助金が、水産業費補助

金では海岸保全施設整備事業補助金、２２ページ、水産物供給基盤機能保全事業補助金が主な計

上で、総額１億７,３７３万１,０００円の計上となっております。

５目商工費県補助金は、生活交通路線維持負担金への補助金及び広域消費生活センター運営等

に係る山口県消費者行政推進事業費補助金の計上、６目消防費県補助金は、民間建築物耐震改修

等推進事業費補助金の計上でございます。

また、７目教育費県補助金では、地域連携担当教職員や部活動の指導を補助するための補助金

として、部活動指導員配置事業補助金及び地域アシスタント事業補助金を計上しております。

２３ページ、３項県委託金の１目総務費県委託金につきましては、県税徴収事務委託金や、

７月２８日に任期満了を迎える参議院議員選挙及び４月７日が投票となります山口県議会議員選

挙に対する委託金の計上が主なものでございます。

２４ページの５目商工費県委託金は、主に片添ヶ浜海浜公園の指定管理料として２,９６２万

円を計上しております。

６目土木費県委託金は、水門、樋門の管理委託金の計上が主なもの、２５ページ、７目消防費

県委託金は、防災センターの指定管理料２,７０４万７,０００円を計上いたしております。

１６款財産収入では、財産運用収入として土地及び建物の貸付収入、教員住宅家賃収入及び基

金の利子収入を計上しておりますが、２６ページ、２項財産売払収入には、県道拡幅のため山口

県に旧大島民俗資料館の売却収入を新規に計上いたしております。

また、２７ページの１７款寄附金は、ふるさと寄附金２,２００万円が主なものでございます。

１８款繰入金は、財政調整基金２億４,２９０万１,０００円、ちびっ子医療費助成事業基金

２,０４７万１,０００円、観光振興事業助成基金１,１４６万８,０００円、福祉医療費一部負担

金助成事業基金１,１２３万５,０００円、ふるさと応援基金１,２４０万円、ＣＡＴＶ加入促進

事業基金１６０万円、２８ページ、外国語活動推進事業基金７６３万７,０００円を、それぞれ
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の基金条例の目的に応じ取り崩すこととしております。

また、地方創生につなげる取り組みに充当するため、町独自のまち・ひと・しごと創生基金を

４,７４２万９,０００円、周防大島高等学校通学支援費給付事業に充てるための周防大島高等学

校通学支援費給付基金６００万円、医師不足を解消するため、再編交付金を財源として積み立て、

病院事業局への繰出金の財源とするため、医療確保対策事業基金繰入金９,６００万円を計上い

たしております。

なお、各基金の平成３１年度末における基金残高見込みは、当初予算案の概要の８ページに掲

載しております。

１９款繰越金は、前年度と同額１,０００万円の計上となっております。

２９ページ、２０款諸収入、３項貸付金元利収入は、中小企業勤労者小口資金貸付金、

３０ページ、地域総合整備資金貸付金等の元利または元金収入の計上でございます。

４項雑入では、学校給食収入４,６４０万７,０００円、雑入において福祉医療費高額払戻金、

有害鳥獣捕獲分担金、ごみ収集袋売上代金、片添ヶ浜施設使用料、指定管理者町納付金等が主な

ものでございますが、３３ページ、総合体育館の床改修に係るスポーツ振興くじ助成金２,２０９万

６,０００円や、３４ページ、プレミアム付き商品券購入代金１億９,６００万円を含む総額３億

８,９０４万５,０００円の計上となっております。

３５ページは、２１款町債でございます。海岸保全施設整備事業の水産業債、中学校校舎新増

築事業や医療対策事業などの過疎対策事業債、３６ページ、昨年７月の豪雨災害により被災した

町道等の災害復旧事業債、将来の町づくりのための合併地域振興基金への積み立てを含む合併特

例事業債等に、臨時財政対策債２億７,０００万円を加え、総額１８億１,７９０万円の計上で、

前年度比１億１,４００万円、６.７％の増となっております。

以上が歳入でございます。

続きまして、歳出の主なものを御説明いたしますが、平成３１年度におきましては、増大する

経常経費の削減策の一つとして、新電力の導入を行うため、病院事業局と同様に電気料金の見積

徴収を行い、予算ベースで約２,２００万円の削減を行いました。

３９ページをお開き願います。１款１項１目議会費は総額９,４３２万５,０００円の計上で、

職員人件費並びに議員報酬、議会運営経費等が主なものでございます。

４１ページ、２款総務費１項総務管理費１目一般管理費の職員人件費は、特別職、一般職

６２名分の給料、各種手当、共済費のほか、退職手当組合負担金等を合わせて、６億２,８９２万

８,０００円の計上でございます。

４２ページの行政一般経費につきましては、５,８７０万６,０００円の計上でございますが、

４４ページ、地方自治法の一部改正による会計年度任用職員制度導入のための給与管理システム
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導入業務３０８万円を新規に計上しております。

契約監理一般経費では、契約・工事管理システムの運用経費が主なものでございます。

４５ページ、２目文書広報費のうち文書広報事業費は、広報誌作成経費、情報公開関係経費及

びワンテーマディスカッションに係るものが主なものでございます。

４６ページ、情報通信施設管理経費は、防災行政無線の維持管理に係る経費を、４７ページ、

地域情報通信基盤整備推進事業では、ケーブルテレビの行政チャンネルである周防大島チャンネ

ルの番組制作委託料及びＣＡＴＶ加入促進事業補助金等を計上しております。

４８ページ、５目財産管理費、財産管理一般経費は、公共施設及び公用車の保険料等の計上の

ほか、指定管理を行っている施設の協定に基づき町が行うべきものなど、町有財産の緊急的に対

応すべき修繕費として６００万円、４９ページ、工事請負費５００万円、備品購入費として

３００万円を一括しての計上でございます。

基金管理経費は、基金利息を積立金として基金に積み立てるものでございますが、再編交付金

を財源とした医療確保対策事業基金及び合併特例事業債を財源とした合併地域振興基金の積立金

をそれぞれ計上いたしております。

５０ページ、６目企画費、企画一般経費は、３,１６７万４,０００円の計上でございます。

ここでは、負担金、補助及び交付金において、５１ページでは、まち・ひと・しごと創生総合

戦略について、平成３２年度に向けての見直し業務及び周防大島町総合計画について、平成

３３年度に向けて基礎調査業務を新規に計上いたしております。

また、５２ページ、周防大島高校を支援する会補助金、起業教育研究センター補助金及び移住

者向け空き家バンク登録推進事業補助金等を計上するとともに、イベントの共同開催や行政事務

の広域処理の研究協議に取り組む柳井地区広域行政連絡協議会、広島広域都市圏協議会の負担金

を計上しております。

ふるさと応援事業は、ふるさと寄附金に係る事業を計上するもので、寄附金の受付からカタロ

グの作成・印刷、寄附の受領証明書の作成や送付等を一括して外部に委託することとしており、

ふるさと応援基金の活用につきましては、水防団としての消防団員への雨がっぱ配布や五条の千

本桜整備事業、非常用水源として利活用を検討するため、旧簡易水道施設の水源井戸の調査を行

う非常用自己水源井戸調査事業に充当する予定としております。

５３ページ、海域保全管理事業は、地家室園地における拠点施設整備に向けた、旧地蔵小学校

跡地の登記業務を新規に計上しております。

企業誘致対策事業は、町内に企業を誘致することで、仕事や人の流れを創出し、若年層の定住

を促進しようとするもので、現在利用している旧和田小学校に関する経常経費１７０万２,０００円

の計上でございます。
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５４ページ、若者定住促進住宅用地整備事業は、東和地区での用地貸付に関する維持管理経費

を計上しております。

また、若者定住促進住宅建設事業は、若者の定住を促進するため大島地区へ新たに若者向け住

宅の建設を行うもので、用地購入経費２,８７７万８,０００円の計上でございます。

７目支所及び出張所費では、１億１,３７４万１,０００円を計上しており、各庁舎の維持管理

のほか、工事請負費、原材料費、小規模施設整備事業補助金により、防災・減災対策をはじめ、

地域住民からの要望に迅速に対応しようとするものでございます。

また、各出張所経費には非常勤嘱託員報酬、施設の維持管理経費を計上しております。

６２ページには、定住対策の一環として、空き家を町で一括借り上げして、移住者や町内外の

若者へ住居の提供を行う空家有効活用事業に１,１６９万９,０００円を計上しております。

６３ページの８目電子計算費は、各庁舎を結ぶＬＡＮシステムの通信運搬費、電算システムの

保守料及び借上料等の計上のほか、事務機器借上料の計上で１億８,３５４万７,０００円の計上

となっておりますが、戸籍抄本や住民票の写し、印鑑登録証明書等をコンビニで取得が可能とな

る、コンビニ交付システム整備業務を新規に計上しておるところでございます。

６４ページの９目地域振興費、地域づくり推進事業は、６５ページ、自治会振興奨励金、地域

づくり活動支援補助金の計上、地域おこし協力隊経費、６６ページ、集落支援員経費、６７ペー

ジの町人会経費は、それぞれ必要な経費の計上でございます。

１０目交通安全対策費につきましては、交通安全に係る啓発経費、交通安全対策協議会、交通

事故相談所、交通安全協会への負担金の計上でございます。

６８ページ、１１目諸費は５１２万円の計上ですが、県市町総合事務組合をはじめとする各種

団体への負担金が主なものでございます。

６９ページからは、２項徴税費でございます。７０ページ、１目税務総務費の税務一般経費は、

主に、返還金や償還金等の経費４７０万円を含む６０７万４,０００円の計上、７１ページの

２目賦課徴収費につきましては、納税通知書の印刷及び郵送等に係る経費や固定資産税の評価替

えの経費として２,５９３万２,０００円の計上でございます。

７３ページ、３項戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳一般経費につきましては、戸籍総合

システム等の保守及び借上料の計上でございます。

７４ページからは、４項選挙費でございます。

７５ページ、２目参議院議員選挙費は、７月２８日に任期満了を迎える参議院議員の選挙経費

の計上、７６ページ、３目県議会議員選挙経費は、同様に４月７日に投開票予定の山口県議会議

員の選挙経費について、新規の計上となっております。

７８ページ、５項統計調査費は、農林業センサスや経済センサス、工業統計調査等の経費
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４６９万２,０００円の計上でございます。

７９ページの６項監査委員費は、監査委員報酬ほか、１１３万４,０００円の計上でございま

す。

続きまして、３款民生費でございます。まず、１項社会福祉費でございます。

１目社会福祉総務費におきまして、社会福祉総務一般経費では、主に８１ページ、町社会福祉

協議会への補助金４,４６８万９,０００円を含む５,５４４万８,０００円を計上いたしました。

民生委員児童委員会経費は、民生委員児童委員の活動費として１,５５３万４,０００円を計上

しております。

福祉医療事業は、１億１,８２３万９,０００円の計上ですが、福祉医療費一部負担金助成事業

基金を充当しての予算計上でございます。

ちびっ子医療費助成事業は、１,４７３万１,０００円を計上いたしておりますが、小学生以下

の全ての子供の医療費を無料化するものでございます。

また、８２ページ、中学生医療費助成事業は、ちびっ子医療費助成事業の対象を拡充し、中学

生までを対象として医療費の無料化を行うもので、６２５万３,０００円の計上でございます。

福祉センター運営経費は、久賀福祉センターの管理運営経費６３５万１,０００円の計上とな

っております。

８４ページ、社会福祉施設整備事業経費は、施設の借地料３１５万６,０００円の計上、生活

困窮者自立支援事業は、主に生活困窮者自立支援法に基づき、相談支援員を配置する経費を計上

しております。

８６ページ、プレミアム付き商品券事業は、１０月から予定されております消費税の引き上げ

による低所得者や子育て世帯への負担を緩和し、地域における消費を喚起するためプレミアム付

き商品券を発行するもので、２億６,９８８万円を新規に計上しております。

２目障害福祉費の障害福祉一般経費につきましては、８７ページの町外就労訓練事業所へ通う

ために要する交通費を助成する障害者就労訓練施設通所交通費助成事業が主なものでございます。

障害者地域生活支援事業は１,４９０万５,０００円を計上し、障害者への訪問入浴サービス事

業、障害者相談支援事業、移動支援事業等の委託、また、日常生活用具給付事業、自動車運転免

許取得費助成事業等として扶助するものでございます。

８８ページ、障害者自立支援給付費事業は４億２,４５７万９,０００円の計上でございますが、

８９ページ、負担金、補助及び交付金において、障害者に対する在宅でのサービスや施設への入

所、通所に要する介護給付費・訓練等給付費の４億３３４万円が主なものとなっております。

９０ページ、更生医療事業は２,０６６万１,０００円の計上、特別障害者手当等給付事業は福

祉事務所設置に伴うもので、特別障害者手当及び障害児福祉手当５７７万５,０００円を扶助費
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として計上しております。

また、障害児施設給付費事業は障害児通所給付費が主なもので、１,７９２万６,０００円の計

上となっております。

９１ページからの、３目老人福祉費、老人福祉一般経費は、はり・きゅう等施術助成事業、ね

たきり老人等紙おむつ助成事業の扶助費が主なもので、９９１万３,０００円の計上でございま

す。

９２ページの老人福祉事業は、高齢者生活福祉センターしらとり苑及び和田苑の指定管理料及

び養護老人ホームの入所に対する老人保護措置費を計上いたしております。

９３ページの敬老会事業は、高齢者を対象に実施いたします敬老会の経費の計上、介護予防・

地域支え合い事業（補助）につきましては、単位老人クラブへの補助金及び老人クラブ連合会が

実施する健康づくり事業等、老人クラブへの補助金でございます。

また、介護予防・地域支え合い事業（単独）は、町が単独事業として取り組む事業に係る予算

１,１１２万９,０００円の計上でございますが、食の自立支援事業、緊急通報システム事業、老

人クラブに対する高齢者の地域活動等事業補助を実施するものとなっております。

９４ページ、県後期高齢者医療広域連合事業は４億６７０万４,０００円を計上しており、医

療給付費の一部を負担する後期高齢者療養給付費等負担金は４億５１５万８,０００円の計上で

ございます。

４目国民年金費、国民年金一般経費は、国民年金の受付業務等を行う経費を計上いたしており

ます。

９５ページ、５目介護保険対策費、介護保険対策事業は、制度改正に伴うシステム改修経費

１,１１９万７,０００円を計上、介護予防一般経費は公用車の管理・購入経費及び周防大島町認

知症を支える会補助金がその主なものでございます。

９７ページの２項児童福祉費１目児童福祉総務費のうち、児童福祉総務一般経費では、各保育

所、月２回程度の開催を予定しております保育所英語講師派遣事業として、講師への報償費等が

主な計上でございます。

９８ページの児童福祉事業は、町内児童クラブの運営委託料、子育て支援センターを運営委託

する地域子育て支援拠点事業委託料及び母親クラブへの助成金の計上、児童公園等管理経費は、

福祉課が管理しております児童公園等の維持管理経費の計上でございます。

９９ページ、児童館運営経費は、久賀福祉センター２階に設置しております児童館に関する経

費５００万３,０００円の計上でございます。

１００ページ、家庭児童相談援助事業は福祉事務所の設置に伴う事業で、家庭児童相談室に配

置する家庭相談員に要する経費が主なものでございます。
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２目児童措置費の児童手当事業は、児童手当の給付に要する事務費と給付費、合わせて１億

１,９１４万１,０００円の計上でございますが、給付費はこれまでどおり、３歳未満児には月額

１万５,０００円、３歳以上小学校修了前までは月額１万円で第３子以降は月額１万５,０００円、

中学生は月額１万円、所得制限以上世帯は月額５,０００円となっております。

１０１ページ、３目母子福祉費は福祉事務所の設置に伴う事業で、６,２５４万２,０００円の

計上となっております。

児童扶養手当事業はひとり親世帯等の養育支援で、児童扶養手当の扶助費５,３６１万

３,０００円が主なものとなっておりますが、関係法令の改正により支払回数が現行の年３回か

ら年６回となり、平成３１年度に限り１５カ月分の予算計上が必要なため、増額となっておりま

す。

母子家庭等自立支援給付金事業は母子家庭等の自立のための就業支援を行うもので、扶助費

１４０万円の計上、母子・父子自立支援相談事業は母子・父子自立支援に係る相談事業を実施す

るもので、母子・父子自立支援員への報酬が主なものとなっております。

また、１０２ページ、母子生活支援施設措置委託事業は、心身と生活を安定させるため、母子

生活支援施設へ入所措置をとった場合の施設への支弁経費の計上でございます。

４目保育所費は、町内２カ所の町立保育所の運営費として、人件費を含め９,８８８万円の計

上でございます。

なお、１０４ページ、日良居保育所運営経費につきましては、指定管理制度により運営してお

り、指定管理料等で５,０３５万１,０００円を計上しております。

５目保育所運営費は、私立保育所運営委託料、障害児保育事業、延長保育促進事業、保育士等

の研修を支援する子ども・子育て支援体制整備総合推進事業の各補助金の計上で、総額４億

１０３万４,０００円でございます。

１０５ページ、３項生活保護費は、福祉事務所設置に伴う事業の計上でございます。

１目生活保護総務費では、生活保護等関係事務に要する職員人件費４,０４５万円、事務経費

として生活保護総務一般経費４６３万９,０００円を計上しており、嘱託医への報酬、システム

の保守管理業務委託料が主なものでございます。

１０６ページ、２目扶助費は、生活保護費関係の扶助費３億４,３５９万８,０００円の計上と

なっておりますが、主に世帯数及び受給者数の減による減額の影響により、前年度比３,５４７万

２,０００円の減額計上となっております。

１０７ページ、４項災害救助費、被災者支援事業は、昨年７月の豪雨災害に係る被災者支援事

業として生活再建支援金の計上、被災家屋支援事業は、同様に豪雨災害による半壊以上の被害を

受けた住家についての解体経費を計上いたしております。
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続きまして、４款衛生費１項保健衛生費になります。

１目保健衛生総務費のうち、１０８ページ、保健総務一般経費は１,１５４万１,０００円の計

上ですが、引き続き、「ちょび塩でおいしく、運動・活動で元気に！」をキャッチフレーズに、

減塩と運動に重点を置いて取り組む健康増進計画推進事業経費についても、この事業において計

上しております。

１０９ページの母子保健事業は１,２７４万３,０００円を計上し、妊婦一般健診等の健診事業

に加え、就学前児童の言語理解力や社会性などの確認を通じて、集団行動や社会生活の中で支障

となる発達の偏りを発見し、育児支援を行おうとする５歳児発達健診や相談事業、特定不妊治療

費助成金につきましても、引き続き実施することとしております。

また、１１０ページに、産後も安心して子育てができるように支援体制を確保し、心身のケア

や健診を行う産後ケア事業や産婦健診を新規に計上しております。

１１１ページの救急医療体制事業は１,６４６万３,０００円を計上し、町内の一次救急である

休日医療体制及び二次救急である柳井広域圏の救急医療体制の確立を図るものでございます。

救急告示病院である周東総合病院への運営費負担金や、医療機関において適切に対応できる環

境を確保するための周産期医療支援事業及び産科医確保支援事業の補助金及び周産期医師確保支

援事業補助金を計上しております。

また、１１２ページ、救急車を呼ぶべきか迷った際に相談窓口において電話でアドバイスを受

けられる救急安心センター事業負担金を新規に計上しており、しまとぴあスカイセンター管理経

費は、施設を管理するための経費３８８万７,０００円の計上でございます。

１１３ページ、日良居庁舎管理経費は、庁舎の維持管理に係る経費で５４２万３,０００円を

計上するものでございます。

２目予防費の健康増進事業は３５３万４,０００円を計上し、要保護者の健康診査や節目検診

としての骨粗しょう症や肝炎ウイルス健診、４０歳から６９歳の住民の方々を対象とした食塩調

査のための尿検査経費を実施する経費の計上でございます。

１１４ページ、検診事業は２,６７８万８,０００円の計上でございます。がん検診や脳ドック

検診の経費を計上しており、子宮がん検診では受診率を高めるため、２０歳以上の方の個別検診

を実施することとしております。

また、簡易脳ドック検診は町独自の取り組みで、４０歳から６０歳までの５歳刻みの節目到達

者を対象に受診料を助成し、脳梗塞をはじめとする脳疾患の早期発見を目指すものでございます。

予防接種事業では４,３０６万３,０００円を計上し、小児に対する四種混合、日本脳炎などの

ほか、高齢者のインフルエンザ、６５歳から５歳ごとの節目を対象とする成人用肺炎球菌ワクチ

ンの予防接種、風疹予防接種についても計上しているところでございますが、新規に、風疹予防
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のため抗体保有率の低い年代の３９歳から５６歳の男性を対象に、抗体検査、予防接種を実施し

ます。

また、子育て支援任意予防接種事業といたしまして、乳幼児が受ける予防接種で、ロタウイル

ス、おたふく風邪の予防接種について、費用の半分を助成することとしております。

１１６ページ、３目環境衛生総務費、環境衛生総務一般経費は１,８２１万９,０００円の計上

でございますが、１１７ページには、老朽化に伴う家房公衆トイレの工事請負費を計上いたして

おります。

水道対策事業は、柳井地域広域水道企業団への補助金及び出資金８４万４,０００円の計上、

合併浄化槽設置事業におきましては、下水道等処理区域との格差是正及び汚水処理人口普及率の

増大を目的として、昨年度より町単独の嵩上げ補助を行っておるところでございます。

１１８ページ、４目火葬場費は１億７,８５１万１,０００円を計上し、町内の斎場の管理運営

を行うものでございますが、１２０ページに、老朽化に伴う橘斎場火葬炉更新及び付帯設備の改

修工事を計上いたしております。

１２１ページからは、２項清掃費でございます。

１目清掃総務費、久賀東庁舎維持管理事業は、久賀東庁舎の維持管理経費３８０万５,０００円

を計上しております。

１２２ページ、２目じん芥処理費のうちじん芥処理経費は、主に廃棄物収集のための経費とし

て７,８１７万円の計上でございます。

１２３ページ、じん芥処理施設管理経費は清掃センターの維持管理経費として１億９,２７０万

円の計上ですが、施設の長寿命化を図るため、修繕費５,８０２万５,０００円、１２４ページ、

施設の運転管理の委託料４,７７０万３,０００円、また、築２０年を経過した電気計装設備につ

いて、デジタル化を図り、運転機能を向上させるための改修経費４,２３６万１,０００円を計上

しております。

不燃物処理施設管理経費は、環境センターの維持管理を行うため４,６１９万８,０００円を計

上しております。

１２６ページの３目し尿処理費、し尿処理経費は、情島、前島、笠佐島のそれぞれ離島におけ

るし尿処理施設維持管理等の経費を計上しております。

１２７ページ、し尿処理施設管理経費の９,６９１万５,０００円は、衛生センターの維持管理

経費でございます。

清掃センターと同様に、施設の運転管理の外部委託により効率的な運用に図ることとしており、

施設の延命化を図るため、修繕費１,７６４万７,０００円を計上しております。

また、１２８ページ、工事請負費１,３５８万５,０００円は、電気設備の補修工事を行うもの
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でございます。

次に、５款農林水産業費でございます。

１２８ページ、１項農業費１目農業委員会費、農業委員会一般経費は、農業委員及び農地利用

最適化委員の報酬及び委員会の運営経費でございます。

１３１ページの３目農業振興費の農業振興対策一般経費は、主にルーラルオレンジフェスタ事

業負担金、生改連協議会補助金の計上となっております。

担い手総合支援事業は２,２７５万４,０００円の計上でございますが、１３２ページ、委託料

の大島農業担い手就農支援事業は、柑橘主体の新規就農希望者の研修支援といたしまして、ＪＡ

山口大島等の業務の中で就農に向けた研修を行おうとするもので、２名分２４０万円の計上、負

担金、補助及び交付金においては、担い手育成総合支援協議会への交付金のほか、２,０３５万

４,０００円を計上し、新規就農者の支援を行うものでございます。

新規就農者確保事業（営農開始型）では、農業経営開始直後の新規就農者に対し月額１２万

５,０００円、夫婦型であれば１８万７,５００円の資金を交付し、また、法人が新規就農者に対

し農業就業に必要なノウハウ等を修得させるための取り組みへの定着支援給付金についても計上

をしておるところでございます。

特産対策事業では３,５５５万３,０００円を計上し、主に本町の基幹産業である柑橘栽培等を

支援することとしており、病害虫発生防止のための伐採や薬剤の助成等を実施する予定でござい

ます。

１３３ページ、鳥獣被害防止施設等整備事業補助金は、イノシシの被害対策として設置する防

護柵等の購入費を助成するものでございます。

また、大島かんきつ産地継承夢プランの実現に向け、ゆめほっぺなどの高品質果実の安定生産

を図るため、タイベックマルチ・排水対策事業補助金、ゆめほっぺ比率向上対策事業補助金も引

き続き計上しております。

さらに、新規就農者等産地拡大促進事業補助金により、ハウス施設導入に取り組む農業者の負

担を軽減する、ハウス施設導入モデル支援事業補助金を実施することとしております。

中山間地域等直接支払事業は１,１４３万５,０００円の計上で、農地の多面的機能の確保のた

め、３１地区の集落協定地区を対象にした予算計上でございます。

１３４ページ、橘地区農産物加工センター管理運営経費から、１３６ページの大島地区農産物

加工センター管理運営経費までは、各農産物加工施設の維持管理経費でございますが、１３４ペー

ジの橘地区農産物加工センター管理運営経費の備品購入費には、老朽化による蒸気ボイラーの更

新経費を計上いたしております。

農園施設管理経費は、市民農園施設であるガルデンヴィラ大島やクカインガルデンの維持管理
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経費でございます。

１３７ページ、耕作放棄地解消支援事業は、県営耕作放棄地解消発生防止基盤整備事業の組織

づくり等事業推進に要する久賀・戸田地区の事務的な経費の計上、農地中間管理機構事業は、農

業の担い手の経営規模拡大や農用地の集積・集約化、また、農業経営参入を効率的に促進するた

め、県において設置されている農地中間管理機構の業務の一部を受託するものでございます。

また、周防大島復興支援事業（大島大橋損傷関連：農業）は、昨年１０月の大島大橋損傷事故

により経営被害を受けた農業者の方々に対し、緊急的に対応するために長期借入資金の利子補給

を行うものとなっております。

４目畜産業費は、東部地区家畜診療所運営への負担金が主なものでございます。

１３８ページ、５目農地費の農地一般管理経費は１,１５１万９,０００円の計上ですが、

１３９ページ、地域からの要望に対応する工事請負費及び橘グリーンパーク北側トイレの洋式化

に伴う経費５７９万２,０００円が主なもの、排水施設管理事業は、農林課が所管する排水施設

の管理経費の計上でございます。

１４０ページ、単県農山漁村整備事業は、日良居地区の土地改良事業等に必要な計画書の作成

業務を新規に計上するもの、県営農業基盤整備事業は、農道保全対策事業、耕作放棄地解消発生

防止基盤整備事業として県が行う事業の負担金を計上するもので、総額５,６５５万円となって

おります。

広域農道管理事業１,５３３万８,０００円は、県から移譲を受けた広域営農団地農道の維持管

理経費の計上で、主にはトンネルに係る設備の維持管理経費でございますが、１４１ページ、ト

ンネルの延命化のために施設の調査や点検を行い、長寿命化計画の策定を行う経費として

１,２２５万３,０００円を新規に計上いたしております。

多面的機能支払事業は、農業や農村が有する水源涵養などの多面的な機能の維持・発揮に努め

る地域の協働活動を支援する事業で、２３３万１,０００円の計上でございます。

６目水田営農費は経営所得安定対策推進事業として６６万３,０００円の計上で、主に現地確

認等に要する経費及び周防大島地域農業再生協議会に対する事務費の補助金を計上するものでご

ざいます。

１４２ページから１４５ページまでの７目農村環境改善センター費は、蒲野、沖浦、油田、白

木の各農村環境改善センターの管理経費で、２,４９１万９,０００円の計上でございますが、沖

浦センター管理運営経費において、老朽化に伴うキュービクル取替経費８１９万８,０００円を

計上いたしております。

２項林業費１目林業総務費では、林業総務一般経費において、遊歩道の整備や伐採等を行う自

然公園施設の環境整備業務や、竹林活用のモデルとなる整備を支援するモデル竹林整備事業補助
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金を計上しております。

１４７ページ、有害鳥獣捕獲事業におきましては、タヌキ、イノシシ等の有害鳥獣を捕獲する

ための委託料１,０４３万円、有害鳥獣パトロール隊関連経費を計上し、総額２,１０３万

７,０００円となっているところでございます。

１４８ページ、２目林業振興費、小規模治山事業は、昨年７月の豪雨災害により被災した林道

白木線を復旧する経費を新規に計上いたしております。

１４９ページからは、３項水産業費となります。

１目水産業総務費、水産総務一般経費は、県内海東部栽培漁業協会や県漁港漁場協会への負担

金が主なものとなっております。

１５０ページ、２目水産業振興費、水産振興対策事業は４,０９４万９,０００円の計上でござ

います。

１５１ページ、ナルトビエイの有害生物駆除事業委託料１０９万１,０００円の計上のほか、

工事請負費には、みなとオアシスの販売所建設事業を計上しております。

また、負担金、補助及び交付金では、大島町漁協の巻き上げ施設補修や東和町支店の沖家室地

区出荷調整施設設置、浮島支店の樽見浮桟橋設置等による漁業経営構造改善事業補助金７７９万

５,０００円、漁業担い手育成支援のためのニューフィッシャー確保育成推進事業補助金

１,０３１万３,０００円を計上しているところでございます。

単県農山漁村整備事業（水産振興）１４１万３,０００円の計上は、タコ産卵施設の設置を行

うもの、種苗放流育成事業は１,０９６万１,０００円を計上し、種苗放流に係る種苗購入経費等

を漁協へ補助金交付するものでございます。

１５２ページ、漁具倉庫管理経費は漁具倉庫の維持管理に要する経費５４万５,０００円を計

上しており、漁場清掃事業は漁業活動中に海底や海浜から収集したごみの運搬処理を行う経費及

び海底清掃に必要な経費として、５１２万９,０００円の計上となっております。

１５３ページ、魚礁設置事業は久賀地区を予定しており、周防大島復興支援事業（大島大橋損

傷関連：水産）は、昨年１０月の大島大橋損傷事故により経営被害を受けた漁業者の方々に対し、

緊急的に対応するため、長期借入資金の利子補給を行うものとなっております。

３目漁港管理費は２億５,９６３万４,０００円を計上し、町内各漁港施設の維持管理を行うも

のでございます。

１５４ページ、委託料においては、機能保全事業による白木及び油田漁港等の機能保全測量設

計業務２,４７０万円を計上しております。

漁港施設の補修、改良のための工事請負費につきましては、再編交付金による陸閘整備工事

３,５００万円、機能保全計画に基づく改修工事費１億円を含む、２億２,３１８万円を計上して
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おります。

４目海岸保全事業費は、人件費も含め１億２,８０１万３,０００円を計上し、外入地区、和田

地区の離岸堤等の新設・改良を実施するものでございます。また、海岸堤防等老朽化対策事業と

して海岸保全施設長寿命化計画の策定に取り組んでおり、１５５ページにその委託料として

７,２８０万円を計上しております。

１５６ページからは、６款商工費でございます。

１項商工費１目商工総務費、商工総務一般経費では、柳井圏域１市４町が共同して相談窓口を

設置する広域消費生活センター負担金等を計上しております。

１５８ページ、２目商工業振興費、商工振興事業は周防大島町商工会への商工振興事業補助金

１,００３万円が主なものでございますが、今年度は復興支援事業に関する補助金６５万円も含

まれております。

交通対策事業は、主に、負担金、補助及び交付金の生活交通路線維持負担金３,９６６万

９,０００円の計上でございますが、一部が国庫補助路線から外れたことにより、生活交通路線

維持負担金が大幅な増額となっております。

１５９ページ、廃止バス路線代替運行事業は７１６万４,０００円の計上ですが、奥畑線に係

る生活バス路線対策補助金の計上が主なものでございます。

離島交通対策経費は笠佐航路の運航経費で５２６万円を計上、１６０ページ、ウインドパーク

管理運営経費は６０９万９,０００円を計上し、ウインドパークの管理運営を行うものでござい

ます。

１６１ページの竜崎温泉管理運営経費は６,７６７万２,０００円の計上でございますが、

１６２ページ、ふぐあいを起こしております空調設備についての改修経費４,８６５万３,０００円

を新規に計上いたしております。

ながうらスポーツ滞在型施設管理運営経費は１,９５８万円の計上でございます。指定管理料

１,５９２万７,０００円に加え、グラウンドの排水処理及び法面の整備に関する経費を新規に計

上しております。

１６３ページの中小企業従業員住宅管理経費は、維持管理経費として８９万１,０００円を計

上、陸奥記念館等管理運営経費において、１６４ページには、なぎさ水族館の老朽化及び展示設

備の陳腐化、また、作業・実験のスペースがないなど、社会教育、研究活動が難しいことから、

なぎさ水族館基本構想策定業務５０万円を新規に計上いたしております。

また、１６５ページ、総合交流ターミナル管理運営経費においては、道の駅サザンセトとうわ

改築事業に伴う設計業務や道の駅北側の整備等に係る経費を新規に計上いたしております。

１６６ページ、３目観光費のうち、観光一般経費は４,２２９万１,０００円の計上でございま
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す。１６７ページ、広告料において、周防大島の魅力を発信する広島送客誘発型広報事業を、負

担金、補助及び交付金では、観光振興事業補助金やサザンセト・ロングライド負担金を引き続き

計上しているところでございますが、町観光協会補助金には、復興支援事業に係る補助金

２００万円も含まれております。

１６８ページの体験交流型観光推進事業は５０５万４,０００円の予算計上でございますが、

体験型修学旅行の誘致など、体験交流型観光を推進するもので、平成３１年度は、今現在２５校

の受け入れを予定しております。

１６９ページ、公園等管理経費につきましては、ビー玉海岸や屋代ダム公園等の管理経費のほ

か、町が県から指定管理者として指定されております片添ヶ浜海浜公園について、一般社団法人

東和ふるさとセンターへ再委託する委託料等を計上しております。

また、五条千本桜の雑木を伐採し整備を行う経費や飯ノ山改修に関する設計業務を計上いたし

ております。

１７０ページ、星野哲郎記念館管理運営経費は維持管理経費として１,６３４万６,０００円の

計上となっておりますが、演歌ボックスの更新や映像館機器の更新経費を新規に計上しておりま

す。

１７２ページ、周防大島復興支援事業（大島大橋損傷関連：商工）は、昨年１０月の大島大橋

損傷事故により観光客が激減するなど、経済面で大きな打撃を受けている本町の復興支援策とし

て、プレミアム宿泊券やフェリー乗船券、割引クーポン券を発行するための経費を計上いたして

おります。

○議長（荒川 政義君） 部長。

○総務部長（中村 満男君） はい。

○議長（荒川 政義君） 休憩入る。

暫時休憩します。

午前10時28分休憩

………………………………………………………………………………

午前10時41分再開

○議長（荒川 政義君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） 次は、７款土木費となります。

１７３ページ、１項土木管理費１目土木総務費の土木総務一般経費は、関係する各種団体への

負担金の計上が主なものでございます。

続きまして、１７４ページの２項道路橋りょう費１目道路橋りょう維持費につきましては、町
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道維持管理に係る賃金、測量設計委託料、工事請負費、工事原材料費等のほか、道路拡幅のため

の土地購入費や物件補償費を計上しております。

なお、１７５ページの工事請負費は５,６００万円を計上し、住民生活に密着した生活道等の

整備にあたるものでございます。

また、街灯管理事業では、電気料のほか、街灯の補修や新設の経費も合わせて計上しておりま

す。

２目道路新設改良費の道路新設改良事業におきましては、道路新設改良のための委託料、工事

請負費、公有財産購入費及び補償、補填及び賠償金等、１億１,１８９万６,０００円の計上でご

ざいます。引き続き、中村流線道路改良事業の計上、橋梁においては日前橋や上徳神橋、大橋橋

の改修工事、西村橋ほか２橋梁の補修調査設計に取り組むこととしております。

１７６ページ、県事業負担金（道路等）は、道路改良に係る負担金として５０万円を計上、

３項河川費では、１目河川管理費、河川施設管理経費に３８２万８,０００円を計上いたしてお

りますが、水門、陸閘の管理経費が主なものでございます。

１７７ページ、２目河川建設費の河川整備事業は１,８４３万１,０００円の計上で、河川の改

修や浚渫、支障木伐採等の工事請負費が主なものでございますが、三蒲地区の排水ポンプに係る

詳細設計業務を新規に計上しております。

また、県事業負担金（河川）では、自然災害防止事業、急傾斜地崩壊対策事業、津波・高潮危

機管理対策緊急事業の県事業負担金として、２,３８０万円の計上でございます。

１７８ページ、４項港湾費のうち１目港湾管理費は、各港湾の樋門、ポンプの管理委託料が主

なもので９７４万９,０００円の計上、２目港湾建設費、県事業負担金（港湾）は、港整備交付

金事業等の県事業負担金として５,０８６万４,０００円を計上しております。

１７９ページ、５項都市計画費１目都市計画総務費は、都市計画に関する受託事務経費として

２９万円を計上しております。

次に、６項住宅費でございます。

１８０ページ、１目住宅管理費、公営住宅一般管理経費は、公営住宅の維持管理のための経費

の計上で２,７７６万９,０００円を計上、１８１ページ、若者定住促進住宅一般管理経費は、小

松開作地区に建設される住宅の維持管理経費６５万７,０００円の計上となっております。

続きまして、８款消防費でございます。

１項消防費１目常備消防経費は、柳井地区広域消防組合への負担金３億１,７９０万９,０００円

の計上でございます。

２目非常備消防費は１億４３９万円の計上でございますが、１８２ページ、非常備消防経費は、

水防団としての消防団員への雨がっぱ配布に関する経費を新規に計上いたしております。
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１８４ページの３目消防施設費は２,４６６万円の計上でございますが、耐震性防火水槽設置

について、椋野地区及び東和地区の工事請負費が主なものでございます。

４目災害対策費のうち、災害対策費は１,１３７万５,０００円の計上でございます。

１８５ページ、木造住宅の耐震診断の委託料１５３万５,０００円や自主防災組織の充実を図

るため、自主防災組織等防災訓練補助金１０５万円、耐震改修の補助金３００万円及び自主防災

組織防災資機材整備補助金２００万円を計上しております。

防災センター運営費は、県からの指定管理を受け、大島防災センターの管理運営を行うもので

あり、２,７２５万３,０００円を計上しております。

１８７ページからは、９款教育費でございます。

１項教育総務費２目事務局費のうち、１８９ページ、教育総務経費において１,８０８万

７,０００円を計上しております。

１９０ページ、負担金、補助及び交付金の語学留学支援金は、高校生の語学留学を実施し、参

加者の支援を行い、周防大島高等学校通学支援費給付金は、周防大島高校に在学する生徒の通学

費の一部を支援し、学校の魅力化を図るものでございます。

また、前年度から２カ年で実施しております、各小中学校の延命化を図るための学校施設長寿

命化計画策定業務も計上しております。

１９１ページ、教職員住宅管理経費では、平野教職員住宅のトイレ洋式化に係る改修経費を計

上しております。

学校教育経費においては６,２９３万２,０００円の予算計上でございますが、生活指導等が必

要な児童生徒に支援を行うために、町内１３校に２１名を配置する特別支援教育支援員や、不登

校児童生徒を受け入れ、登校に向けた支援を行うための適応指導教室支援員の賃金を計上してお

ります。

また、報償費において、地域連携担当教員の業務を補助する地域連携アシスタント及び専門的

な指導や大会への引率等を行う部活動指導員の配置に関する経費を引き続き計上しております。

１９３ページ、学校統合推進経費は、統合中学校の美術室及び体育倉庫の新増築に関する経費

９,８９８万７,０００円を計上、検定支援事業は、町内に住所を有する小学５年生から中学３年

生を対象に、基礎的、基本的な学習内容の定着や、学ぶ意欲や向上心を育てるため、漢字、数学、

英語の検定試験料を年１回、全額助成するものでございます。

外国青年英語指導事業は、主に、ＡＬＴ２名による英語指導事業に係る経費の計上でございま

すが、小学生のイングリッシュディキャンプや小学校への英語講師派遣を実施することとして講

師への報償費を、また、小学校が学校教育の中で英語教育に取り組むグローバル教育推進事業補

助金について計上し、引き続き実施するものでございます。



- 105 -

次に、１９４ページ、２項小学校費でございます。

１目学校管理費の小学校管理事務局経費は、町内１０小学校の光熱水費、電話料等の通信運搬

費、学校警備等の委託料、借地料などの計上でございますが、１９５ページ、委託料及び工事請

負費において、現在の建築基準法上で不適合となっている安下庄小学校の防火シャッターについ

て、交換する経費を計上しているところでございます。

次に、小学校事務局経費は、学校医報酬、各種検診等で６５７万１,０００円の計上でござい

ます。

１９６ページ、スクールバス管理運営経費は、スクールバスの管理運営をするための経費

５,２２５万８,０００円の計上、久賀小学校経費から２０４ページの安下庄小学校経費までは、

１０小学校の運営に係る学校用務員の賃金、軽微な修繕費等の計上でございます。

２０５ページ、２目教育振興費、小学校教育振興一般経費では小学校の就学援助費等の計上、

久賀小学校教育振興経費から２１０ページの安下庄小学校教育振興経費は、各小学校の教材備品

購入等に係る経費の計上でございます。

２１１ページ、３項は中学校費でございます。

１目学校管理費、中学校管理事務局経費は３,０６９万７,０００円を計上しており、主に光熱

水費、借地料等の管理経費でございますが、現在の建築基準法上で不適合となっている大島中学

校の防火シャッターについて交換する経費及び、大島中学校、久賀中学校及び安下庄中学校のト

イレの洋式化に関する経費を新規に計上しているところでございます。

中学校事務局経費は、学校医の報酬、各種検診、遠距離通学補助が主なものとなっており、

２１２ページの久賀中学校経費から２１５ページの安下庄中学校経費までは、町内４中学校の管

理費の計上でございます。

２目教育振興費、中学校教育振興一般経費は、１,１６５万３,０００円の計上となっておりま

す。

県体等派遣補助金、中高一貫教育補助金、就学援助費等の計上でございます。

２１６ページ、久賀中学校教育振興経費から２１８ページの安下庄中学校教育振興経費までは

各中学校の教育振興経費で、教材備品購入経費等を計上しておるところでございます。

次に、２１９ページ、４項社会教育費でございます。

１目社会教育総務費、社会教育振興経費では、社会教育課及び各公民館で雇用する臨時職員の

賃金７２０万６,０００円、スポーツ・文化等の全国大会への参加者を激励するための報償費

５０万円の計上でございます。

２２０ページの青少年健全育成事業では、学校、家庭、地域の連携協力推進を行う学校支援地

域本部事業委託料や成人式の開催経費、子ども会育成連絡協議会補助金、町内小学校の６年生を
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対象に実施する洋上セミナーの補助金などを計上しております。

２２２ページのふるさと文化推進事業では、文化的な活動により地域の活性化を図る事業を公

募選定し、活動支援する周防大島町文化振興事業補助金を計上しております。

２２３ページからの２目公民館費は、久賀、椋野、大島、東和、橘、日良居の各公民館及びか

んころ楽園の管理運営経費を計上し生涯学習の推進を図るものでございますが、２２６ページ、

東和公民館運営経費に、東和公民館の解体に関する設計業務３３９万９,０００円を新規に計上

いたしております。

２２８ページ、３目図書館費では、各図書館の運営経費、図書購入費を計上しております。

２３０ページ、４目文化財保護費は、文化財保護活動に係る経費１０２万１,０００円の計上

でございます。

２３１ページ、５目社会教育施設費は、大島文化センターのほか、町内の各種社会教育施設の

管理運営経費として１億８,３０２万２,０００円の計上でございますが、２３３ページからの橘

総合センター管理運営経費には、駐車場の浸水対策経費として測量設計業務や工事請負費

７,３５５万４,０００円を新規に計上しております。

また、２３７ページ、歴史民俗資料館管理運営経費では各資料館の管理に必要な経費を計上し

ておりますが、旧大島民俗資料館の解体に伴う資料の移転経費や設計業務及び解体経費を新規に

計上いたしております。

次に、２３８ページ、５項保健体育費でございます。

１目保健体育総務費、保健体育一般経費では、スポーツ推進委員報酬等の計上のほか、

２３９ページ、郡体育協会補助金９６２万５,０００円、大島一周駅伝等のイベントを支援する

観光振興事業補助金６０３万８,０００円を引き続き計上しておりますが、東京２０２０オリン

ピックの山口県聖火リレー実行委員会への負担金を新規計上でしております。

２目体育施設管理費は、各種体育施設の管理運営経費の計上でございます。

２４２ページ、総合体育館・陸上競技場管理運営経費は、指定管理料１,６９８万６,０００円

の計上のほか、体育館アリーナの床を現在の木材から水や汚れに強い特殊なウレタンコーティン

グを施したクッションシートへ改修する経費３,４０５万３,０００円を新規に計上しております。

２４３ページ、３目学校給食費は、町内４カ所の学校給食センターの管理運営経費１億

１,７６５万６,０００円の計上でございますが、町内４カ所の学校給食センターにつきましては、

全て外部委託による調理、配送業務を行っているところでございます。

２４７ページの１０款災害復旧費は、１項農林水産業施設災害復旧費に２万円の計上でござい

ますが、２４８ページ、２項公共土木施設災害復旧費には、昨年７月の豪雨災害により被害を受

けた町内２５カ所の平成３１年度分の災害復旧事業費を新規に計上いたしております。
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２４９ページ、１１款公債費では、町債の償還元金１７億４,７６１万３,０００円及び利子

１億３,９０７万５,０００円に一時借入金利子として１０万円を見込み、合わせて１８億

８,６７８万８,０００円の計上でございます。対前年度比１７万６,０００円の減額となってお

ります。

１２款諸支出金１項繰出金１目繰出金では、説明欄にありますとおり、国民健康保険事業特別

会計から２５０ページの水道事業特別会計まで、各特別会計への繰出金として３１億９,０３０万

円を計上しております。

なお、予備費では３,０００万円を計上しております。

２５１ページからは、給与費明細書であります。

２５９ページは地方債に関する調書、２６０ページからは債務負担行為に関する調書となって

おります。

以上で、議案第１号平成３１年度周防大島町一般会計予算について、補足説明を終わります。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、補足説明を終わります。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑につきまして

は、歳入と歳出を分け、それぞれ一括質疑で行います。

なお、質疑につきましては、ページの御指示をお願いいたします。

歳入について質疑はございませんか。砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） こちらの当初予算の概要の、９ページの地方消費税交付金につい

て伺います。

１０月から仮に消費税が上がるとすると、この地方消費税も変わるということになって、国税

庁のホームページを見ると、現在が１.７％で、消費税額の６３分の１７ですが、これが１０月

から予定されているのは、標準税率が２.２％、軽減税率が１.７６％ということで、町の歳入も

これに応じて変わってくると思うんですが、現在のところ、去年と同じ金額になっていますよね、

この市町村交付金のところが。これは、まだ今年度といいますか、３１年度では変化がないとい

うことになるのかどうか、その辺を伺います。

それからもう一点、いよいよ地方交付税がもう一年ですかね、一本算定になるということで、

この間ずっと国のほうの地方財政計画なんかでも、余りこの数年間変わってないですよね。で、

今年度もいろいろ、本町にとってはいろいろな理由で昨年と余り変わらないで、７３億円ぐらい

の地方交付税ということになりますが、仮に、来年度一本算定になるとすると、どれぐらいを予

想しているのか、その辺を伺います。

○議長（荒川 政義君） 中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） 砂田議員さんの御質問でございますが、まず、地方消費税交付金の
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ほうでございます。

御指摘のとおり、１０月から消費税が上がる、当然ながら、消費税交付金にも影響されるんで

すけれども、消費税交付金そのものが、市町村に対して交付される、そこが、影響が出てくるの

は半年よりも先、消費税率が変わっても、交付金に影響が出てくるのは随分先になるということ

から、特に、そこは今回の予算編成の中では考慮しておりません。

ただ、国が出します地財計画の中では、３.３％の増というふうになっております。しかしな

がら、３.３％は、３０年度の消費税交付金からすると、誤差の範囲内というふうに考えており

ますので、結果として地方消費税交付金は前年度並みという形にさせていただきました。

それと、地方交付税の話でございますけれども、要は一本算定でどれぐらいということでござ

いますが、現在、平成３１年度の試算にあたっては、一本算定では６６億円程度というふうに見

ております。

○議長（荒川 政義君） 砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） この地方消費税の使い方については、平成２４年度、平成２４年

ですかね、総務省からこういうふうに使いなさいという指示が来ていまして、人件費なんかには

充ててはいけませんということになっています。

ずっとこの間、この表でいくと、交付金と一般財源のところが、交付金とその他という分け方

がされていまして、それはどういうふうに、これが分けられているのか、この表そのものが、平

成２４年に総務省が、例えばこういう表を作りなさいということで、その例えばの表がそのまま

この表になっているわけですが、社会保障、４項、ここにある社会福祉、保健衛生、そうした財

源に一般の、通常の、こうした、例えば生活保護費、扶助費だとすると、いろいろな生活扶助か

ら医療扶助から、そういうところの金額に充てる、そうすると、町の一般財源は、そこは使わな

くて済むので、そこが財源として浮いてくると、その浮いてきた財源は、事実上、消費税の歳入

ということになるわけで、直接的に社会保障に消費税の税率、この地方消費税の歳入を使うとい

うところでは、もっとわかりやすい形で使うということは、２４年の総務省の通達見る限り、で

きないわけではないというふうには見えるんですが、例えば、国も保育園の入所を無料化に向け

るということなど言っていますけれども、保育園の入所費の、保育料の無料化などにこの交付金

を充てるという、そういう使い方もできるんでしょうか。そこを伺います。

○議長（荒川 政義君） 中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） まず、地方消費税交付金、９ページの表の歳入、１億１,１２０万

円という数字については、これはもう国から定められた数字で、消費税で１.７％分が一応、市

町村に交付されるんですけども、そのうちの０.７％分をこの社会保障財源化分に充てなさいと

いうルールは、これは定められております。それに基づいて、この額を出しておるところでござ
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います。

ただ、消費税、もともとの地方消費税交付金というのも、形としては一般財源でありましたの

で、もともとそれもこういう事業に充たっておったということになります。ただ、これを実際に

数字として明確にしただけでございますので、決して一般財源が浮いたわけではないというふう

に思っております。

○議長（荒川 政義君） 砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） つまり一般財源なので、その充て方については、国のほうは人件

費はいけませんと書いてありますけれども、そうした社会保障の項目に、一般財源ですから、そ

れはもう町長の権限として社会保障のために交付金を充てるということはできないんですか。

○議長（荒川 政義君） 中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） 済みません。ちょっと説明が足りなかったんですけど、社会保障費

に充てることができないわけではないです。ただ、ルールとしてこの０.７％分は充てたという

ことを明示しなさいということでございまして、当然ながら、それ以上に充ててもいいんですが、

私どもとしてこの表を作るにあたっては、その０.７分をどういうふうに割り振りましたかとい

うことをお示しするために作ったよということで、御理解いただいたらと思います。

○議長（荒川 政義君） 椎木町長。

○町長（椎木 巧君） 要するにその、社会保障費に充てるというのが消費税の増税の大義名分

ですから、当然、国のほうもそうですし、市町村にも、自治体もそういうふうなことを示されて

おるわけですが、要するにその、先ほど、砂田さんの御質問の中にもありましたが、地方交付税

として塊で、地方交付税のほうも下がってきたとき、ほいじゃあ、どこに充たっちょったんが下

がるんかということは、なかなか、一般財源ですから見えないと思うんですが、例えば、この消

費税の交付金が福祉に充たったとき、先ほどおっしゃられた、一般財源でいっておったものが、

これに置きかわると、じゃあ、置きかわったときには一般財源が浮くじゃないかということにな

るわけですね。

一般財源が浮いたとき、じゃあ、例えばことしの予算で言いますと、２億４,０００万円ほど

基金を取り崩して予算組んでますが、それが、例えば１億円、これが仮にですね、１億円伸びた

としたら、２億４,０００円万円が１億４,０００万円の取り崩しで済むということに結果的には

なるわけですから、特別会計のように入った歳入で入った支出を作るというわけでないので、な

かなか明確には見えませんが、国が言っておるのは、このように、どこに充てておるというこを

明確にするということを示したということでありますので、人件費に充てちゃいけんよと言いな

がらも、一般財源全体ですから、それがどこに充たっちょるということは、こういうふうに示さ

ない限りわからないから、こういうふうに示せということが指示されておるんだろうというふう
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に思っております。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結いたします。

続きまして、歳出の質疑を行います。質疑は全款一括で行います。

歳出について、質疑はございませんか。田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） まず、全体的な話として、私の理解力が乏しいのだとは思います

が、この予算は、予算というか、今後、周防大島町がどういう町づくりをしていくのか、１０年

後にどういう町にしていくのか、そこの部分があって、今年度の予算があるのだと思いますけど、

そういう意味で、経常的経費以外の部分で結構なんですが、この予算を一言であらわすとすれば、

どういう予算になる、よく人づくり予算とか、産業育成予算とか、そういうのがあると思うんで

すが、そういう表現であらわしていただけると、私どももよく理解できるのかなと思いますので、

その辺で何か表現できる言葉があれば、お示しいただきたい。

それと、３つの重点項目が施政方針で御説明もありましたけど、この中で、あえてその中でも、

この事業は一番力を入れて周防大島町として取り組むんだという、町長のそういう思いといいま

すか、方針がありましたら、そこを御答弁いただきたいと思います。

○議長（荒川 政義君） 椎木町長。

○町長（椎木 巧君） 新年度予算の総括的な御質問と受けとめておりますが、この平成３１年

度予算をどのような予算として位置付けておるのかという御質疑だろうと思います。

私としましては、今回の予算は当初予算ベースで５年ぶりに増額の予算となりました。ずっと

予算総額全体を削減していって、もっともっとシンプルな予算にしていきたいというふうな思い

で取り組んでまいりましたが、５年ぶりに増額の予算となってまいりました。

そして、調べてみますと、過去１０年間では最大の予算規模となったところでありまして、非

常に、予算だけで見れば、勇ましい予算というふうにも見えるわけですが、しかしながら、その

内容につきましては、消費税増税対策のプレミアム商品券、これが２億７,０００万円ですかね、

そしてまた、橘斎場の火葬炉の改修１億５,０００万円ですが、また、橘総合センターの駐車場

の長年の懸案でありました排水対策、これが約８,０００万円ぐらいですかね、そのような維持

管理とか、そしてまた、さらには、昨年の豪雨の災害復旧の、３１年度に取り組むべき復旧費と

かですね、さらに言えば、特別会計への繰り出しが相当伸びております。これらが増加した予算

であるというふうに思いまして、規模は大きく、誠に勇ましく、過去１０年で最大の予算だとい

うふうに言われておる中で言えば、象徴的な目玉になるような事業もないし、過去１０年で最大

という言い方をされると、何かちょっと残念な予算だというふうに、私の感想としてはあるわけ
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でございます。

そして、３１年度予算の中で最も重要視をする事業は何かというような御質問ではなかったか

と思いますが、新規事業を掲げて、それがことしの最も重要視する予算ですよというふうにない

のも、これもちょっと残念なことではあるんですが、しかしながら、これまでどおり、定住対策、

そして防災対策、健康づくりという、この３つの大きな柱を掲げて、重点的に、もう何年も取り

組んでまいりましたが、それらを継続するような形で、今年度の予算も、この定住対策、防災対

策、健康づくりを重点的に取り組んでいくという事業の柱にしておるという、そういう予算であ

るというふうに位置付けておるわけでございます。

○議長（荒川 政義君） 田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 来年の秋には任期末を迎えますので、またそれまでに周防大島町

の町づくりについては、一度、一般質問で町長としっかり議論をしてみたいと思いますが。

ちょっと個別の内容についてお聞きします。

予算書のほうで、５４ページの若者定住用地購入予算がありますが、どこを購入して、どれぐ

らいの面積かというのを、補足をお願いします。

それと、６３ページのホームページ保守委託料、ごく簡単にで結構ですので、どういった保守

委託をされて、どこに委託をしているのか。

それから、６６ページの地域おこし協力隊起業経費、これまでの交付実績とどういった起業を

されている、そういう実績があるのか御説明をください。

それと、７９ページの監査委員経費で、今年度は、これまであった会議録作成費が計上されて

いないようですが、この理由についてお答えください。

それと、２１９ページに社会教育費ありますけど、職員人件費としての総額、委員報酬とかの

部分は除いて、実際に業務にあたられる職員の人件費が幾らになるのかというところを御答弁く

ださい。

それと、今回の議案で、きのうの議案で、小中学校の備品の購入が補正で上がっていますが、

新年度予算は補正の必要がないように、しっかり見積もられているのか、ここを確認させてくだ

さい。

あと、概要書のほうで１点だけ。１７ページに、定住促進のお試し暮らしとか、体験ツアーと

かをやっていますよと、それのですね、実際に、どれぐらい参加者があって、そのうちのどれぐ

らいの方が定住に結びついているのか、また、残念ながら転出している方がいるのかどうか、そ

の辺を御説明いただきたいと思います。

○議長（荒川 政義君） 佐々木環境生活部長。

○環境生活部長（佐々木義光君） 私からは、先ほど御質問ありました、若者定住用地購入の区域
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と面積についてお答えいたします。

用地購入の区域につきましては、先日、２月２２日に行いました臨時会におきまして、御議決

いただきました若者定住促進住宅建築をしておりますが、その西側を購入予定でございます。

面積については、約１,４００平方メートルを予定しております。

以上でございます。

○議長（荒川 政義君） 中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） まず、田中議員さんの御質問にお答えいたします。

まず最初の、ホームページの保守委託料の業務内容と委託先ということでございますが、ホー

ムページの業務内容につきましては、庁舎内に設置しております、ＣＭＳサーバーのパッケージ

のリビジョンアップとふぐあい修正モジュールの適用、あと、障害発生時の原状復旧や原因究明、

ホームページ環境チェック、各種運用指導や問い合わせ対応等、ハードウェアの保守というふう

になっております。

なお、これには外部のレンタルサーバーの使用料も入っております。委託先は、株式会社サン

ネットでございます。

次に、地域おこし協力隊の起業の経費について、交付実績ということでございますが、交付が

平成２８年度に１件、１００万円がございました。内容としては農業体験、ウーファーというん

だそうですが、と農家レストランを実施するための借家の改修費であったり、厨房機器の購入費

であったり、ホームページ管理用のパソコンの整備であったりということでございます。

経営実態としては、その方は現在、周防大島町へ定住しておりまして、ウーファーのホストと

しての登録をし、ウーファーの受け入れを行っている傍ら、不耕作栽培による水稲や野菜の販売

等、行っているようでございます。

それと、予算概要書について、定住促進のお試し暮らしの実績と体験ツアーの実績でございま

すが、平成２７年度からですけれども、お試し暮らしが１０組、参加者が１０組です。うち定住

者が３名、体験ツアーの参加者が３６組、定住者が２人、平成２８年度がお試し暮らし４組、定

住者が１人、体験ツアーが２１組あって定住者が１０名、２９年度は、お試し暮らしが３組ござ

いまして、定住者が１人、その定住者は転出をしております。体験ツアーが３９組で３人の定住、

平成３０年度、これは見込みでございますけれども、お試し暮らしが１２組、定住者２名、体験

ツアーが２３組で６人というところでございます。

○議長（荒川 政義君） 永田教育次長。

○教育次長（永田 広幸君） 教育委員会の関係でございますけれども、社会教育費全体での職員

人件費につきましては、公民館等の夜間・休日に係る管理運営の委託料を含めまして、約１億

２,７００万円となっております。
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また、備品購入につきましては、学校からの備品購入というところであろうかと思いますけど

も、こちらにつきましては、極力、当初で上げるべきものについては、教育委員会内で協議し、

また学校と調整いたしまして、補正のないように心がけております。

ただ、来年度も９月以降の各学校への聞き取りによりまして、机とか椅子とかで更新がどうし

ても必要になったものについては、再度、検討させていただきたいと考えております。

○議長（荒川 政義君） 監査委員経費に関する質問については、事務局長に答弁させます。舛本

監査委員事務局長。

議事課長は局長席へ着席してください。

○監査委員事務局長（舛本 公治君） 田中議員さんからの御質問でいただきました、監査委員経

費で、平成３１年度予算に委託料、会議録作成の委託料が計上されていない理由ということなん

ですけれども、この質問につきましては、昨日の答弁にも関連してまいりますけども、住民監査

請求が平成２５年２月ごろにおきまして、このころから監査の回数が増えてきたという実態があ

る中で、その監査を行った記録をずっと作成していかなくてはならないということから、記録作

成に係る会議録作成を外部委託をするということを前提に、平成２６年から３０年度まで、各年、

予算のほうを計上させていただいておりました。

しかしながら、実態としましては、監査事務局の職員のほうでその対応を全部行うことができ

たことから、平成３１年度からその経費の見直しを図りまして、予算の計上を見送ったというこ

とでございます。

以上でございます。

○議長（荒川 政義君） 田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 最後にもう一回確認をしますが、若者定住住宅用地、これは今回、

前回の臨時会で議案があった場所の隣に新たに土地を購入して、また住宅用地として購入すると

いうことだと思いますが、前回の住宅建設の議案審議のときには、まだどれぐらい需要があるか

わからないから、私がもっと広く建設したほうがいいんじゃないのかと言った質疑の際に、まだ

需要がどれぐらいあるかわからないから土地は前もって買えないと、最低限にしたんだというよ

うな趣旨の御答弁があったと思いますが、住宅は今から建設されるんでしょうから、今年度、こ

こで予算立てする必要はまだないというか、住宅を建設して、実際にどれぐらい入居者があるか、

応募があるかというところを見極めてから購入されるというほうがいいんじゃないかと思います

けど、その辺について御答弁ください。

それと、ホームページのことなんですが、要するに、作成自体は町の職員が直営でやっている

と、機械的なというか、専門的な保守のところだけサンネットに委託しているということなんで

しょうけど、経費削減という面では、職員の直営というほうがはるかに有利なんでしょうけど、
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やっぱりですね、ほかの自治体と比べて周防大島町のホームページは、すごいこう、コンテンツ

の内容とか、使い勝手とか、見た目とかも含めて、ちょっと残念というか、見劣りするなという

ようなところがあるんで、それは予算との兼ね合いがあるでしょうから何とも言えませんけど、

やはりホームページは町の顔、自治体の顔なんで、直営もいいですけど、その辺は費用対効果と

かを考えて作成というんですか、そこを一度、専門家に作ってもらうとかいう外部委託も考えて、

検討してみる余地はないのかなということで、その辺のお考えを御答弁ください。

それと、地域おこし協力隊の起業経費、さっき、農業体験とか農家レストランをということだ

ったんですが、これは農家レストランをもうオープンしているということでよろしいんでしょう

か。

それと、社会教育費の人件費、これは社会教育課の再編ということ、組織再編ということをや

られて、効率化を図られていると思うんですが、この辺で、予算総額として３１年度はどれぐら

い削減になっているのか、この１億１,７００万円という費用がどれぐらい削減になって、再編

の効果があらわれているのかというところをもう少し補足していただきたいと思います。

あと、定住促進については、毎年、定住者に結びついているということになるんですが、３人

とか、多いときは１０人とかいうこともあるんで、効果がないとは言いませんけど、やはり長い

スパンで目指すべき方向、同じことを続けるということも大事なんですけど、今後、その定住促

進対策を、重要施策、柱の一つなんで、こういう、お試し暮らしとか体験ツアーとかを続けてい

くことも大切ですけど、また一つステップを上げてやっていく、その辺の考え方はどう考えられ

ているのか、方向性を御答弁をいただきたいと思います。

○議長（荒川 政義君） 佐々木環境生活部長。

○環境生活部長（佐々木義光君） 先ほどの若者定住用地の購入につきましては、この事業につき

ましては、ある程度の継続事業と考えております。

２月２２日の臨時会で答弁いたしましたように、その応募状況を見て進めていくわけでござい

ますが、そのときになってすぐ補正予算とかではなくて、今回、取りあえず１区画といいますか、

４区画計上させていただいて、早期着工、また前回も造成等に時間がかかっておりますので、早

期着工、早期竣工というのを目指しております。

以上でございます。

○議長（荒川 政義君） 山本政策企画課長。

○政策企画課長（山本 勲君） 田中議員さんのホームページに関する御質問ですけれども、

ホームページのＣＭＳというものがどういうものかということから、まず御説明をさせていただ

きたいと思うんですけれども、これは、今までホームページというのは、ホームページビルダー

とかという市販ソフトを使って、平成２３年までは、ホームページビルダーというソフトが使え
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る職員が作っておりました。ですから、町のホームページを１人の職員が各課からこういうペー

ジを作ってくださいねという要望をもらって、その原稿を見ながら作るというような作業をして

おりました。

実際は、平成２３年当時は私がやっておったんですけれども、それが各課から一遍に来ますと、

それを作るだけで一晩、徹夜で作るというようなこともありましたので、とてもこれじゃあ情報

発信が難しいよということで、平成２３年度にＣＭＳというものを導入しました。

これは、コンテンツ・マネジメント・システムといいまして、ワード文書を作るような感じで、

ホームページのページが作れるというものでございます。これを導入したおかげで、今は各課の

担当者がホームページを作っておるというような形になっております。

このＣＭＳというのはフォーマットが決まっておりますので、見栄えのええようなホームペー

ジを作るというのは、ちょっと、なかなか難しいという欠点はございます。ただ、ワードと同じ

ような形で誰でも作れるというところの利点で、ＣＭＳを導入したということがあります。

導入当初から、今までは１人の職員がホームページを作っていたのを、各課で今度は作ってく

ださいねというところの引き継ぎといいますか、研修自体も余りうまくやっていなかった点がご

ざいますので、今後は、各課の職員を対象にしたホームページを作成する研修というものを充実

させて、ホームページのほうの充実を図っていきたいというふうに考えております。

それから、地域おこし協力隊の起業の実態ということでございますけれども、今やっている

ウーファーというのがどういうものかといいますと、昔よくありました、一宿一飯の恩義という

のではないですけれども、宿泊と食事を提供するかわりに労力を提供してくださいねというよう

なものだそうでございます。ですから、ウーファー自体では、それを受け入れたからといって、

ホストの収入には直接は結びつかないんだけれども、ウーファーが世界各国から来ますので、世

界各国の料理をそのウーファーに作ってもらって、地元の人と交流をしていこうというような形

で、農家レストランというふうなのを立ち上げております。

レストラン自体の運営はまだ本格的には始めておりませんけれども、ホストの受け入れは、今、

順次、通じて行っております。

定住しています地域おこし協力隊員が、一つの仕事で生計を立てるというようなスタイルでは

なくて、ウーファーもやる、農業もやる、またプラスエックスでほかの仕事もやるということで

の定住を考えておりますので、農家レストランをやったから、その収入で定住ができるというよ

うなものではないということでございますので、いろんな事業をしながら定住を目指していると

いうような状況でございます。

○議長（荒川 政義君） 中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） 定住促進のお試し暮らしや体験ツアーに限らず、いろんなところの
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取り組みもやっていくべきじゃないかという御意見だと思います。そのとおりだと思います。

定住促進協議会においては、都市部での移住フェアであったり、都市部でブースを設けて、Ｐ

Ｒ活動をやったりということもやっております。また、ほかにもさまざまな取り組みをやってお

りますし、そのための協議会であるというふうに思っておりますので、御提言いただいたとおり、

今後においてもやっぱり定住促進につながるような施策、方策というのは、検討していくように

なろうかというふうに思っております。

○議長（荒川 政義君） 永田教育次長。

○教育次長（永田 広幸君） 大変済みません。社会教育課の人件費の総額に係る対比についてで

ございますけれども、今、資料を持ち合わせておりませんので、調べてお答えをさせていただき

ます。

○議長（荒川 政義君） よろしいですか。はい。

ほかに質疑はございませんか。砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 予算の概要の、１０ページのプレミアム付き商品券事業について

ですが、この中身については民生委員会になるのかな、やるので省きますが、これの配り方、今

度は低所得者、町民税非課税世帯の世帯主と３歳未満の子供がいる世帯主さんに渡すわけですか

ら、当然、お年寄りが多くなるんじゃないかと思うんですが、どうやってこれを、商品券を確実

に対象者に渡していくかというのは、どういうふうにお考えなのか、その辺を伺います。

○議長（荒川 政義君） 平田健康福祉部長。

○健康福祉部長（平田 勝宏君） プレミアム商品券をどのようにして低所得者なり、子育て世帯

の方にお渡しをしていくかという御質問だったと思いますけど、まず、ちょっと一緒に概要のほ

うを説明させていただいてもよろしゅうございますか。全体を説明させていただくほうがおわか

りいただけるかと思うんですが、そうさせていただきたいと思います。

プレミアム商品券につきましては、先ほど御質問いただいたように、国が定める低所得者及び

子育て世帯を対象としております。

それで、低所得者につきましては、いろんな要件がございますが、２０１９年１月１日時点で

周防大島町に住民登録があり、２０１９年度、住民税が非課税であり、かつ住民税、課税者の扶

養等になっていない人というふうなものがございますが、まず、低所得者につきましては、町の

ほうから非課税者の方に購入希望の申請の御案内をさせていただきまして、今度は購入要件に、

申請していただいたのを町のほうで審査いたしまして、購入要件に該当する方に９月ごろ商品券

の購入の引換券を発送させていただきます。

それで、今の時点では１０月から消費税が増税になるということですので、１０月から商品券

の購入期間を予定をしておりますが、この購入にあたりましては、その引換券を、前回やりまし
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たプレミアム商品券なり、子育て世代の応援券と同様に総合支所のほうで引換券をお持ちいただ

いて、現金をお払いいただいて購入をしていただくというふうなことを考えております。

○議長（荒川 政義君） 砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 支所まで行かなきゃならないということは、地域によっては、や

っぱりかなり、車がないと行きにくいという地域が多いと思うんですが、出張所とか、もう少し

小刻みにするということはお考えにならないのか伺います。

それから、質疑をもう一個追加します。

イノシシ、毎年のように聞いていますが、やはり農家にとっても、農家以外は今もう昼間もイ

ノシシが出てくるという地域があったりして、安全にもかかわるような事態にもなるかとも思う

んですが、イノシシの捕獲は、かなり増えているということも伺っていますが、どれぐらい、ど

ういう状況になっているのか、農業被害を減らすためには何が必要かとお考えなのか、その点も

あわせて伺います。

○議長（荒川 政義君） 平田健康福祉部長。

○健康福祉部長（平田 勝宏君） プレミアム商品券の購入場所について、出張所まで拡大をでき

ないだろうかという御質問でございますが、まだ総合支所とは、その辺を調整しておりませんが、

多額の現金を取り扱うということになりますので、やはり職員体制が充実している各総合支所ま

でというふうなことを、担当部としては考えているところでございます。

○議長（荒川 政義君） 林産業建設部長。

○産業建設部長（林 輝昭君） イノシシの被害対策ということなんですが、現時点で、平成

２９年度、捕獲者の高齢化とかで若干減ったんですが、平成２８年度に対しまして、３０年度は

約１割程度増えております。

今後もどういうことをするかというと、捕る、防ぐ、守る、捕るのは駆除ですね、守るという

のは自分の農地を守る、次に、防ぐというのは餌の部分、要は餌を与えない、数を増やさないと

いう防ぎ方、食料があるとどうしても増えてきますので、農作物の園内放置とか、あるいは、あ

る程度の竹林の整備とかいうことを、これからは主にやっていかなきゃいけないんじゃないかと

いうふうには思っております。

○議長（荒川 政義君） 砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） プレミアム付きの商品券については、確かに職員の方々は、通常

の業務以外にこれをやらなきゃいけないということになると、本当に忙しくなるんじゃないかと

いうふうには思いますが、今回は福祉のものとして事業が行われますので、例えば、私が住んで

いる橘地区を考えてみても、日良居側から一々安下庄まで行って、それをもらいに行くというの

は、ツアーか何か組まなきゃ、行ける人は少ないんじゃないかというのはちょっと思いますけど、
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ぜひ御検討くださるようにそこはお願いして、イノシシについては、昨年、同じ質問をしたら、

やっぱり捕る人、町長からは議員も捕れというふうにお願いされましたが、捕る人が少ないとい

うことも言われました。その辺は、現在、どういうふうになっているのか、１割程度増えたのは、

どういう理由といいますか、なぜそうなったと思われるのか。

それから、もう一つは、今、町内でパトロール隊というのも、去年ですかね、からやって、昨

年、私も、私の近所の地域を職員の皆さんと一緒に何カ所か見て回って、捕っていただいたんで

すが、やはり日ごろ、専従的にといいますか、イノシシを捕ることを専門に町の委託を受けた人

が捕っていくというような体制というのは、今、あるんでしょうか。

○議長（荒川 政義君） 林産業建設部長。

○産業建設部長（林 輝昭君） 専門に捕獲する体制というのはございませんが、猟友会のほう

にお願いして、現在１１０名強の捕獲可能者というのは、要は免許所持者がございます。（発言

する者あり）

パトロール隊自体は猟友会のほうに委託して、その地区を分けて、旧町単位で分けて、中を回

って捕獲状況とか、わなのかけ方とか、あるいは防御している方の設置の状況等についての指導

等も行っております。

○議長（荒川 政義君） 椎木町長。

○町長（椎木 巧君） 議員さんが、プレミアム商品券を今回は低所得者の方ということですか

ら、高齢者の方も多いし、どうしてもそういう方々が各総合支所へ購入に行くのはなかなか難し

いんではないかということでございますが、前回、これと同じものじゃありませんが、過去にも

２回ぐらいあったと思うんですね。そのときは総合支所を囲むほどの人気があって、相当な皆さ

ん方に、またたく間に販売が完了したんですが、商品券を買っていただくわけですから、例えば、

２万５,０００円の券を２万円で買っていただくということですから、現金を扱うわけですから、

やはり各出張所へ全部それを張りつけるということになると相当でしょうし、また、券と交換し

てそれを販売するわけではあるんですが、ある程度複数人をつけて販売しなければならないとい

うふうな思いがあります。

しかしながら、今、議員さんがおっしゃられる、そういうふうに商品券を販売しても、買いに

行くすべがないよとか、また足がないよというようなことについても、もう少し時間があります

ので、十分検討をして、できるだけ皆さんにきちんとした、そういう御苦労をかけないような方

法がとれないかということは、検討してまいりたいと思います。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。小田議員。

○議員（１３番 小田 貞利君） ７３ページのコンビニ交付事業の計画、何と何ができて、どこ

とどこで、どういうふうにできるかというのを教えてください。
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それと、２２１ページの洋上セミナー補助金ですが、実際、どのぐらいの規模で、どのような

人数で参加されているのかを教えてください。

２３９ページの聖火リレー実行委員会への負担金とありますが、山口県での計画といいますか、

どこからどこまで聖火リレーがあって、どういう形になるかというのを、わかる範囲で教えてく

ださい。

それと、語学留学の補助金というのもあると思うんですが、実際、今、その実態として年にど

のくらいの人が語学留学に行っているのか、以上４点お願いします。

○議長（荒川 政義君） 永田教育次長。

○教育次長（永田 広幸君） まず第１点、洋上セミナーでございますけれども、町内の小学校

６年生を対象に、周防大島少年の船洋上セミナーというタイトルで毎年実施をしております。

２３９ページの山口県聖火リレー実行委員会の負担金につきましては、東京２０２０オリンピ

ックに対しての聖火リレーということでございますが、山口県内の主要道路等、大変済みません。

そこを訂正させていただきます。本町における道路といいますか、そこを走っての聖火リレーは

ないというところでございます。補足については、担当課長のほうからお答えさせていただけれ

ばと思います。

あと、語学留学につきましては、現状の実績ということでございますが、語学留学につきまし

ては、現状、予算では１５万円の補助金ということで、５人の方を本町での対象という形で予算

を計上しております。

なお、これにつきましては、引率者が２名という形で計画をしておるところでございます。

○議長（荒川 政義君） 岡本総務課長。

○総務課長（岡本 義雄君） 小田議員さんの御質問にお答えさせていただきます。

コンビニ交付サービスのメニューについてでございますが、まず、取得できる内容といたしま

しては、町内に住民登録がある人につきまして、住民票の写し、印鑑登録証明書、それから本町

に本籍地がある方につきましては、戸籍証明書、戸籍の附票の写しとなっております。

それから、あわせて課税証明書も取得することができることと計画しております。

以上でございます。

○議長（荒川 政義君） 西川教育長。

○教育長（西川 敏之君） 洋上セミナーについて補足させていただきます。

対象は小学校６年生、定員は５０名です。大島商船高専の大島丸を使って、２泊３日で江田島

のほうに行くようにしております。

１日目と２日目を、宿泊を分けまして、１泊は大島商船で、１泊は向こうの江田島施設へ泊ま

るようにして、なかなか、６年生が５０名集まって船に乗っていくというのは、大島ならではの
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体験だと思っています。

指導者としては、校長先生以下教職員、それから社会教育課の職員、あと応援の方、それから

大島商船高専の大島丸の方が指導してくださっています。

以上です。

○議長（荒川 政義君） 藤井社会教育課長。

○社会教育課長（藤井 郁男君） 聖火リレーのコース等の関係だと思います。山口県に入って、

もちろん全国で走られるんですが、コースとしては、周防大島町は含まれておりません。

特別なルールがまずありまして、２車線の道路が必要であるとか、さまざまなイベントを行う

会場が必要であるとかというところがありまして、限られた部分でのリレーということになりま

す。

周防大島町の予算につきましては、全体の経費に対する、各市町が負担金を出すんですが、そ

ちらのほうの予算対応ということで、聖火ランナーにつきましては、まだはっきりしていないん

ですが、１名程度、町内から選考させていただいて走っていただくというところまでは伺ってお

ります。

○議長（荒川 政義君） 小田議員。

○議員（１３番 小田 貞利君） コンビニで印鑑証明とかが取れる、これは、全国のコンビニで

取れるんですか。ですよね。それ、いつごろからの予定なんですか。

○議長（荒川 政義君） 山本政策企画課長。

○政策企画課長（山本 勲君） コンビニ交付につきましては、全国のコンビニエンスストアで

取得ができます。ただし、これを取得するためには、マイナンバーカードか本人証明書がキーに

なりますので、マイナンバーカードを持っていないとコンビニに行っても取得はできませんので、

マイナンバーカードの取得普及ということも含めまして、よろしくお願いできたらと思います。

それから、開始時期でございますけれども、現在のところのシステム改修等のスケジュールか

らいきますと、一応、９月中旬以降ぐらいから開始ができるんではないかというふうな見込みに

しております。

ただ、これ、システム改修のちょっと進捗状況、今も言いましたけれども、今のところの目標

としては９月中旬以降。（「全国一斉なの」と呼ぶ者あり）いやいや、これはコンビニ交付とい

いますのは、全国一斉ではなくて、全国的なシステム自体は国の総務省が作っておるんですけれ

ども、そこから出せるようにするためには、各市町が、自分のところの電算システムの改修とか

もしなければいけないので、そして、全国の回線につなぐというようなシステム改修が必要にな

りますので、そのシステム改修をした市町について、コンビニ交付ができるというような状況に

なっております。
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以上です。

○議長（荒川 政義君） 小田議員。

○議員（１３番 小田 貞利君） 聖火リレー、周防大島町を通らない、主要な道路があるところ

ということなんですが、全然わからんです。例えば、下関で受けて岩国で放すのか、岩国で受け

て下関で、大体、何人ぐらい走るのかというようなこともまだわからんのですか。

それと、語学留学の５人、１人当たりの負担金というのは、実質どのぐらい、何日ぐらいの期

間を計画しているのか、お願いします。

○議長（荒川 政義君） 永田教育次長。

○教育次長（永田 広幸君） 語学留学につきましては、１５万円の補助ということでございます

が、実質は約３０万円の１人当たり、経費がかかるということを見込んでおります。（発言する

者あり）失礼いたしました。期間につきましては２週間を予定しております。（「何人」と呼ぶ

者あり）はい。（「５人」と呼ぶ者あり）５人です。

○議長（荒川 政義君） 藤井社会教育課長。

○社会教育課長（藤井 郁男君） リレーに参加する全体の人数ということですね。これは各市町

から出る人たちと、何かスポンサー枠というのがありまして、そのスポンサー枠がかなりの部分

を占めておるようで、ちょっと総人数というのはわかっておりません。

コースにつきましても、県の主管課のほうから、絶対に、どこを走るかというのを今の段階で

は公にしないでくださいということで、会議の中では話があるんですが、まだ決定には至ってお

りません。憶測等が出てもいけませんので、県が公表するまでは、コースにつきましては御説明

をすることができません。大変申し訳ありません。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

以上で、一般会計予算の質疑を終結します。

お諮りします。平成３１年度周防大島町一般会計予算の質疑が終結しましたので、議案第１号

について、配付しております議案付託表により、所管の常任委員会に付託することにしたいと思

いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 異議なしと認めます。よって、議案第１号につきましては、配付いたし

ました議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託することに決定しました。

なお、討論、採決は、会期中の最終日の本会議といたします。

暫時休憩をいたします。
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午後０時00分休憩

………………………………………………………………………………

午後１時00分再開

○議長（荒川 政義君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第２．議案第２号

日程第３．議案第３号

日程第４．議案第４号

日程第５．議案第５号

日程第６．議案第６号

日程第７．議案第７号

日程第８．議案第８号

日程第９．議案第９号

○議長（荒川 政義君） 日程第２、議案第２号平成３１年度周防大島町国民健康保険事業特別会

計予算から、日程第９、議案第９号平成３１年度周防大島町渡船事業特別会計予算までの８議案

を一括上程し、これを議題とします。

補足説明を求めます。平田健康福祉部長。

○健康福祉部長（平田 勝宏君） それでは、議案第２号から第４号の補足説明をさせていただき

ます。

特別会計の予算書を御用意願います。

議案第２号平成３１年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算につきまして、補足説明を

行います。

最初に、平成３１年度の当初予算の主な概要につきまして御説明をいたします。

まず、歳入における特徴は、国民健康保険税につきましては、主に一般分、退職分ともに国保

被保険者・世帯数が減少見込みであることから、減額となっております。

県支出金につきましても、歳出における保険給付費が被保険者数の減少などの理由により、減

額見込みとなっております。

次に、歳出の特徴といたしましては、まず、保険給付費におきましては、療養給付費は、一般

分、退職分ともに被保険者数が減少となる見込みであることから減額となっております。

また、高額療養費につきましても、同様な理由により、減額の見込みなっております。

以上のことから、計上いたしました歳入及び歳出見込額に基づき、なお不足する財源を補填す

るため、国民健康保険基金からの繰り入れをしております。
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以上が平成３１年度当初予算の概要でございます。

それでは、特別会計予算書の１ページをお願いいたします。

第１条におきまして、歳入歳出予算の総額を２９億４,６８１万６,０００円と定めております。

対前年度比２.３％、７,０７４万７,０００円の減額予算となっております。

第２条の歳出予算の流用では、保険給付費の同一款内での流用ができることを定めるものであ

ります。

それでは、事項別明細書により、順を追って歳入歳出予算の主なものにつきまして御説明をさ

せていただきます。

まず、歳入でございます。事項別明細書の３ページをお願いいたします。

１款国民健康保険税は４億４,２５０万８,０００円を計上し、対前年度比２,８９０万

７,０００円、６.１％の減となっております。

４ページをお願いいたします。

２款使用料及び手数料は省略いたします。

３款県支出金１項県補助金１目制度改正補助金は、制度改正に伴う町基幹系システム改修の経

費に対するもので、新たに３８６万２,０００円計上をしております。

４款県支出金１項県補助金１目保険給付費等交付金は２１億５,５６０万２,０００円、対前年

度比６,７８４万３,０００円、３.１％の減となっておりますが、これは主として、任意給付以

外の保険給付に要する費用が被保険者数の減少見込みであることの影響によるものでございます。

５ページをお願いいたします。

５款財産収入は省略いたします。

６款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金は２億８,９１４万５,０００円の計上で、対

前年度比１,４７３万８,０００円の減となっております。

このうち、保険基盤安定事業繰入金は、低所得者に対する保険税軽減相当額を基準として一般

会計から繰り入れを行うものでございますが、１節保険税軽減分は県が４分の３、町が４分の

１を負担をし、１億１,１３５万１,０００円、２節保険者支援分は国が２分の１、県と町が各

４分の１を負担し、５,２９４万１,０００円を計上しております。

４節出産育児一時金等繰入金は、出産育児一時金の支給に要する費用に対する繰り入れで

１１人分の３０８万円、５節財政安定化支援事業は、地方財政措置により国保財政が受ける影響

を勘案して算出した額の繰り入れで５,２２５万３,０００円、６節その他一般会計繰入金は、県

の福祉医療費助成事業において県と町がそれぞれ２分の１を負担する国保負担軽減対策分を県の

試算に基づき１,５７８万１,０００円を計上しております。

６ページをお願いいたします。
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２項基金繰入金は、財源不足を補填するため５,０８６万４,０００円を計上しております。

７款繰越金、８款諸支出金は省略いたします。

９ページをお願いいたします。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費は、職員人件費及び事務経費として４,９３３万

６,０００円、対前年度比１８８万８,０００円減の計上をしております。これは主に、制度改正

に伴う町基幹系システム改修の増はあるものの、職員人件費が減となったことによるものでござ

います。

１０ページをお願いいたします。

２目連合会負担金は県の国保連合会に対する負担金ですが、被保険者数の減により、対前年度

比１万６,０００円減の３５万９,０００円を計上しております。

２項徴税費１目賦徴収費は、国民健康保険税の賦課徴収に係る事務経費として２１８万

１,０００円を計上しております。

１１ページをお願いいたします。

３項運営協議会費は、３回分の会議の開催経費を計上しております。

１２ページをお願いいたします。

２款保険給付費１項療養諸費１目一般被保険者療養給付費は１７億７,７３７万４,０００円で、

対前年度比５,４５５万５,０００円、３.０％の減となっております。例年と同様に、前年度実

績額等をベースに平均被保険者数の見込みと年間伸び率の見込みから推計しております。

２目退職被保険者等療養給付費は８９万円で、一般被保険者分と同様の推計から、対前年度比

１,３２７万円、９３.７％の減となっております。退職被保険者分につきましては、退職者医療

制度に係る退職被保険者の新規適用がないことから、大幅な減となっております。

３目一般被保険者療養費は３１５万１,０００円、４目退職被保険者等療養費は７,０００円、

５目審査支払手数料は４６１万８,０００円をそれぞれ計上し、１項の療養諸費の合計は１７億

８,６０４万円、対前年度比７,００６万８,０００円、３.８％の減となっております。

１３ページをお願いいたします。

２項高額療養費１目一般被保険者高額療養費は、１項の療養諸費と同様の推計により２億

９,０７６万８,０００円、対前年度比９７４万１,０００円、３.２％の減、２目退職被保険者等

高額療養費は３万９,０００円で、対前年度比２１４万４,０００円、９８.２％の減、３目一般

被保険者高額介護合算療養費は１７万９,０００円、４目退職被保険者等高額介護合算療養費は

２万５,０００円とし、２項の高額療養費の合計は２億９,１０１万１,０００円、対前年度比

１,１８０万６,０００円、３.９％の減を計上しております。

３項移送費１目一般被保険者移送費、１４ページの２目退職被保険者等移送費については、そ
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れぞれ１,０００円を計上しております。

４項出産育児諸費は１１人分で４６２万円、５項葬祭費諸費は５１人分の２５５万円を計上し

ております。

１５ページをお願いいたします。

３款国民健康保険事業費納付金１項医療給付費分１目一般被保険者医療給付費分は、県の算定

に基づき５億７,０３７万１,０００円、２目退職被保険者等医療給付費分も同様に、県の算定の

もと１１万円、合わせて医療費分として５億７,０４８万１,０００円を計上しております。

２項後期高齢者支援金等分１目一般被保険者後期高齢者支援金等分も、県の算定に基づき１億

３,５４０万８,０００円、２目退職被保険者等後期高齢者支援金等分も同様に、県の算定のもと

３万３,０００円、合わせて後期高齢者支援金等分として１億３,５４４万１,０００円を計上し

ております。

１６ページの３項介護納付金分も同様に、県の算定に基づき４,７１４万４,０００円を計上し、

医療費分、後期高齢者支援金等分、介護分の合計７億５,３０６万６,０００円を事業費納付金と

して県に納入するものでございます。

４款共同事業拠出金１項１目共同事業拠出金は退職者医療共同事業に伴うもので、１,０００円

を計上しております。

５款保健事業費１項特定健康診査等事業費は、職員人件費及び国保被保険者に対する特定健康

診査及び特定保健指導に要する経費として２,３５４万１,０００円を計上しております。

１８ページをお願いいたします。

２項保健事業費は保健事業として行う医療費通知等の経費で、２１８万５,０００円を計上し

ております。

６款基金積立金、１９ページ、７款諸支出金１項償還金及び還付加算金は省略いたします。

２０ページをお願いいたします。

２項他会計繰出金１目病院事業特別会計繰出金は、病院事業特別会計に対する特別調整交付金

の繰出金として１,８８１万８,０００円、８款予備費は５００万円を計上しております。

以上が、議案第２号平成３１年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算についての概要で

ございます。

次に、議案第３号平成３１年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計予算につきまして、補

足説明をいたします。

最初に、平成３１年度の当初予算の主な変更点につきまして御説明いたします。

まず、保険料見直しについては、平成３０年度に改正され、３１年度は２カ年を単位とする財

政計画の２年目にあたることから保険料の変更はございませんが、保険料軽減特例の見直しが予
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定されていることから、県後期高齢者医療広域連合資料により、影響を見込んだ予算となってお

ります。

次に、被保険者数の推移では、本年１月末の状況で５,１８７人、対前年度比１.６％減を見込

んでおりますが、特別徴収、普通徴収を合わせた保険料は、当初予算ベースで対前年度比

４５６万８,０００円、１.６％増を見込んでおります。

それでは、予算書の７ページをお願いいたします。

本文第１条により、歳入歳出予算の総額を４億６,２３５万４,０００円と定めるものです。対

前年度１,０７６万５,０００円、２.３％の増額となっております。

次に、事項別明細書の３１ページをお願いいたします。

歳入から御説明いたします。

１款１項後期高齢者医療保険料１目特別徴収保険料は２億１,９９６万２,０００円を計上し、

２目普通徴収保険料は滞納繰越分を含め７,７９９万５,０００円、合計で２億９,７９５万

７,０００円を計上しております。

２款使用料及び手数料は省略いたします。

３款繰入金１項他会計繰入金１目事務費繰入金は２,８５５万４,０００円を計上し、２目保険

基盤安定繰入金は１億３,５００万８,０００円、合計で１億６,３５６万２,０００円を計上して

おります。これは県広域連合の試算により、事務費繰入となる広域連合納付事務費負担金分、保

険基盤安定負担金分等が減額となったことにより、対前年度比１,５３３万３,０００円、

８.６％の減額となっております。

３２ページをお願いいたします。

４款繰越金は１,０００円を計上しております。

５款諸収入１項延滞金、加算金及び過料１目延滞金は１,０００円を計上し、２項償還金及び

還付加算金１目保険料還付金及び２目還付加算金は、歳出の過年度保険料還付金に充当するため

の県広域連合からの歳入で、前年度実績により計８０万２,０００円を計上しております。

また、３３ページ、３項雑入として１,０００円を計上しております。

３５ページをお願いいたします。次に、歳出について御説明をいたします。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費は、職員人件費及び一般経費として１,８２２万

９,０００円を計上し、対前年度比４０３万７,０００円、１８.１％の減となっております。

３６ページをお願いいたします。

２項徴収費は、徴収に係る経費として１２８万２,０００円を計上しております。

２款後期高齢者医療広域連合納付金は４億４,２０４万１,０００円を計上し、対前年度比

６９７万５,０００円の減となっております。
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内訳といたしまして、広域連合事務費等負担金が５０５万２,０００円減の９０７万４,０００円、

保険基盤安定負担金が６４９万１,０００円減の１億３,５００万８,０００円、歳入と同額の保

険料分２億９,７２３万３,０００円と、保険料に過年度保険料及び延滞金分の２,０００円と、

滞納繰越分７２万４,０００円を合わせて、後期高齢者医療保険料が４５６万８,０００円増の

２億９,７９５万９,０００円を計上しております。

３７ページをお願いいたします。

３款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目保険料還付金は、歳入の諸収入と同様に、過年度

の保険料の還付金を過去の実績から加算金と合わせて８０万２,０００円を計上しております。

以上が、議案第３号平成３１年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計予算についての概要

でございます。

続きまして、議案第４号平成３１年度周防大島町介護保険事業特別会計予算につきまして、補

足説明を行います。

予算書の１１ページをお願いいたします。

第１条で、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を３４億５,０５８万２,０００円と定め、介護

サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を７３２万８,０００円と定めるものでございます。

第２条の歳出予算の流用では、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合に、

同一款内で流用できることを定めるものでございます。

それでは、保険事業勘定から御説明いたします。

事項別明細書４９ページの歳入から御説明いたします。

１款の保険料は、５億３,３６２万７,０００円を計上しております。

現年度分の特別徴収保険料は、収納率１００％で５億７５４万９,０００円、現年度分の普通

徴収保険料は収納率９１％の見込みで２,５１７万８,０００円及び滞納繰越分保険料９０万円を

計上しております。

被保険者数においては、特別徴収が７,９５１人、普通徴収が４３３人を見込んでおります。

なお、第１号被保険者の保険料の法定負担割合は２３％となります。

２款使用料及び手数料は省略いたします。

３款国庫支出金１項国庫負担金１目介護給付費負担金は、給付費に係る国の法定負担分として、

総給付費のうち、居宅給付費の２０％分と施設給付費の１５％分を合わせて、５億６,７４９万

５,０００円を計上しております。

５０ページの２項国庫補助金１目調整交付金は、３億３,３０６万３,０００円を計上しており

ます。この調整交付金は、高齢化による給付費増など、市町村の努力では解消できない第１号介

護保険料の格差を是正するものでありますが、２０２５年にかけて、全国的に後期高齢者人口が
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急増することから、第７期から年齢区分の見直しが行われたことにより、後期高齢者率が高い本

町は増額が見込まれることから、法定負担率は５％ですが、１０.３５％を見込んでおります。

２目地域支援事業交付金では、介護予防・日常生活支援総合事業と包括的支援事業・任意事業

分を合わせて、３,３８６万４,０００円を計上しております。なお、法定負担割合は、介護予

防・日常生活支援総合事業分は２５％、包括的支援事業・任意事業は３８.５％となります。

４款の支払基金交付金は、２号被保険者がそれぞれ加入している医療保険で負担する介護保険

料として、社会保険診療報酬支払基金を通じて自治体に交付されるものでございますが、１目の

介護給付費交付金は８億６,８８６万円、２目の地域支援事業交付金は介護予防・日常生活支援

総合事業分として、１,９２６万１,０００円を計上しております。なお、法定負担割合は２７％

となります。

５款県支出金１項県負担金１目介護給付費負担金は、県の法定負担分として、施設給付費の

１７.５％、居宅給付費の１２.５％、合わせて４億７,８３５万３,０００円を計上しております。

５１ページの２項県補助金１目地域支援事業交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業と包

括的支援事業・任意事業を合わせて１,６９３万１,０００円を計上しております。

なお、法定負担割合は、介護予防・日常生活支援総合事業分は１２.５％、包括的支援事業・

任意事業分は１９.２５％となります。

６款繰入金１項他会計繰入金１目介護給付費繰入金は、町の法定負担分として総給付費の

１２.５％、４億２２５万円を計上しております。

２目地域支援事業繰入金は、介護予防・日常生活支援総合事業と包括的支援事業・任意事業を

合わせて１,６９３万１,０００円を計上しております。

なお、法定負担割合は、介護予防・日常生活支援総合事業分は１２.５％、包括的支援事業・

任意事業分は１９.２５％となります。

３目低所得者保険料軽減対策繰入金は、低所得者の第１号被保険者の保険料を軽減するため、

第１段階の保険料を消費税による公費を投入して０.５から０.４５とすることとしたもので、一

般会計から全額繰り出すもので、６５７万６,０００円を計上しております。

４目その他一般会計繰入金は、職員給与費、介護認定審査会等の事務経費分として１億

１,８２１万円を計上しております。

５２ページをお願いいたします。

２項基金繰入金１目介護給付費準備基金繰入金は、５,３７６万１,０００円を計上しておりま

す。

３項１目の介護サービス事業勘定繰入金は介護サービス事業勘定からの繰り入れで、３３万

８,０００円を計上しております。
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７款繰越金８款諸収入は省略いたします。

５３ページの９款財産収入は、介護給付費準備基金の預金利子として９,０００円を計上して

おります。

次に、歳出を御説明いたします。５５ページをお願いいたします。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費は、職員人件費と介護保険一般経費といたしまして

５,９４２万３,０００円を計上しております。

５６ページの２項徴収費１目賦課徴収費では、保険料の徴収事務経費として２０２万８,０００円

を計上しております。

５７ページの３項１目の介護認定審査会費では、介護認定等に係る経費といたしまして

３,６５３万４,０００円を計上しております。

５８ページの２款保険給付費の全体では、対前年度比較で１.２％の増で３２億１,８００万円

となっております。

１項サービス諸費１目介護サービス等給付費は、要介護認定者に対する給付費で２９億

３,３３７万５,０００円、２目介護予防サービス等給付費では、要支援認定者に対する給付費で

５,７４５万５,０００円を計上しております。

５９ページをお願いいたします。

２項その他諸費１目審査支払手数料は、国保連合会への手数料として３６８万４,０００円を

計上しております。

３項高額介護サービス等費は７,０７２万円を計上しております。

６０ページをお願いいたします。

４項高額医療合算介護サービス等費は１,０２０万円を計上しております。

５項特定入所者介護サービス等費は、施設に入所している低所得者の方に食費、居住費を補填

するもので、合計で１億４,２５６万６,０００円を計上しております。

６１ページをお願いいたします。

３款の基金積立金は、介護給付費準備基金の預金利子の積み立てとして９,０００円を計上し

ております。

次に、４款地域支援事業費１項１目の介護予防・生活支援サービス事業費は６,００３万

３,０００円を計上しております。

６２ページをお願いいたします。

２目介護予防ケアマネジメント事業費は、介護予防・生活支援サービス事業のケアプランを作

成する際の経費として７８６万７,０００円を計上しております。

２項一般介護予防事業費は、第１号被保険者の全ての方を対象として、地域の実情に即した、
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効果的、効率的な介護予防を推進する事業として、３１１万５,０００円を計上しております。

６３ページをお願いいたします。

３項包括的支援事業・任意事業費１目包括的支援事業費は、地域包括支援センターの従来から

の業務である総合相談、権利擁護、包括的継続的ケアマネジメントに要する経費として、

１９２万６,０００円を計上しております。

６４ページをお願いいたします。

２目の任意事業費では、在宅介護の精神的、経済的な負担軽減を図るための家族介護支援、成

年後見制度の利用支援、認知症サポーター養成事業等に要する経費として、１５５万９,０００円

を計上しております。

６５ページをお願いいたします。

３目の地域包括支援センター運営事業費では、地域包括支援センターの運営に要する経費とし

て、保健師、社会福祉士等の職員人件費等５,２９５万６,０００円を計上しております。

６６ページの４目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費は、多職種協働により地域包括

ケアシステムの構築を目指す地域ケア会議推進事業経費として１０万３,０００円を計上してお

ります。

６７ページをお願いいたします。

５目在宅医療・介護連携推進事業費は、在宅医療推進事業経費として５７万５,０００円を計

上しております。

６目生活支援体制整備事業は、高齢者の社会参加や住民主体による多様な生活支援サービスを

充実するため、生活支援コーディネーターを配置し、ボランティアの養成やネットワーク化を行

う経費として３８５万円を計上しております。

７目認知症総合支援事業費は、認知症になっても住みなれた地域で暮らし続けることができる

よう、認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員を設置する経費として、２２７万

９,０００円を計上しております。

６９ページをお願いします。

４項その他諸費は、国保連への総合事業に係る審査支払手数料等経費として３２万５,０００円

を計上しております。

次に、介護サービス事業勘定の御説明をいたします。

事項別明細書７３ページの歳入から御説明いたします。

１款サービス収入１項介護給付費収入１目の介護予防サービス計画費収入は、ケアプランの作

成料として７２９万６,０００円を計上しております。

２款諸収入１項１目の雑入は、住宅改修理由書の作成料として３万２,０００円計上しており
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ます。

次に、７４ページの歳出をお願いいたします。

１款サービス事業費１項１目介護予防支援事業費は、地域包括支援センターが指定介護予防支

援事業所としてケアプランを作成する事業等に要する経費７３２万８,０００円を計上しており

ます。

以上が、議案第４号平成３１年度周防大島町介護保険事業特別会計予算についての概要でござ

います。

以上で、議案第２号から議案第４号までの補足説明を終わります。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。

済みません。１点ほど訂正をさせていただきます。

国保特会でございます。

国保特会の６ページの７款でございますが、７款繰越金、８款諸収入は省略いたしますと本来

申し上げるべきところを、諸収入を支出というふうに読み上げておりました。おわび申し上げて

訂正をさせていただきます。どうも済みませんでした。

○議長（荒川 政義君） 次に、佐々木環境生活部長。

○環境生活部長（佐々木義光君） それでは、議案第５号から議案第８号までの４議案につきまし

て、補足説明をさせていただきます。

議案第５号平成３１年度周防大島町簡易水道事業特別会計予算につきまして、補足説明をいた

します。特別会計予算書の１９ページをお願いいたします。

第１条におきまして、歳入歳出予算の総額を３億６,４６１万５,０００円と定めるとともに、

第２条により、２３ページの第２表地方債のとおり、起債の目的、方法、利率、償還の方法を定

めるものであり、その限度額について簡易水道事業債９,３９０万円、辺地対策事業債７,６７０万

円と定めるものでございます。

次に、歳入歳出の主なものについて御説明いたします。事項別明細書の８５ページをお願いい

たします。

歳入につきましては、１款分担金及び負担金１項負担金１目加入負担金は、新規加入を１件分、

３万２,０００円を計上しております。

２款使用料及び手数料１項使用料１目給水使用料は、現年度分と滞納繰越分を合わせて

４５７万５,０００円を計上しております。

３款県支出金１項県補助金１目簡易水道費県補助金は、浮島地区海底送水管布設事業に係る県

補助金として１億６,５００万円を計上しております。

８６ページの４款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金は、一般会計から２,４４０万
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３,０００円を繰り入れて財源調整をしております。

８７ページの７款町債１項町債１目簡易水道事業債として９,３９０万円、２目辺地対策事業

債に７,６７０万円を計上し、浮島地区海底送水管布設事業に充当するものでございます。

次に、歳出につきまして、８９ページをお願いいたします。

１款簡易水道費１項事務費１目総務費として９１４万２,０００円の計上で、主なものといた

しましては、１９節負担金、補助及び交付金の水道事業企業会計への徴収業務等負担金に係る人

件費１名分、８３５万１,０００円でございます。

９０ページの２項事業費１目維持管理費は、前島、笠佐島、浮島の３離島に係る簡易水道施設

の維持管理費の経費として１,４３９万５,０００円を計上しており、主なものといたしましては、

１１節需用費のうち、光熱水費として１８７万２,０００円、修繕費として３８４万８,０００円、

１３節委託料のうち、電気計装保守点検等の２９２万３,０００円、水道施設監視点検の

２２９万円でございます。

２目設備費は、浮島地区海底送水管布設事業に係る経費として３億３,６２５万６,０００円を

計上しており、平成３１年度は、送水管の布設及び島内施設整備等の一部を実施する予定として

おります。

２款公債費１項公債費は、１目元金として２７７万３,０００円、２目利子として１７４万

９,０００円、９２ページの３款諸支出金１項償還金１目還付金は、漏水減免等の還付金として

１０万円、４款予備費は２０万円を計上しております。

以上が、議案第５号平成３１年度周防大島町簡易水道事業特別会計予算の概要でございます。

次に、議案第６号平成３１年度周防大島町下水道事業特別会計予算について、補足説明をいた

します。予算書の２５ページをお願いいたします。

第１条により、歳入歳出の予算の総額を１５億２７８万円と定め、第２条により、２９ページ

の第２表地方債のとおり、起債の目的、方法、利率及び償還の方法を定めるものであり、その限

度額を下水道事業債４億４,５７０万円、過疎対策事業債４億１,２５０万円と定めるものでござ

います。

それでは、歳入歳出の主なものにつきまして御説明いたします。事項別明細書の９７ページを

お願いいたします。

歳入の１款分担金及び負担金１項分担金１目公共下水道事業費分担金におきまして、現年度分

と滞納繰越分を合わせて１２万３,０００円を計上しております。

２款使用料及び手数料１項使用料は、平成３０年度調定見込額等から推計し、１目公共下水道

使用料は、現年度分として５,８５４万８,０００円、滞納繰越分として２５万円、行政財産使用

料１,０００円の、合わせて５,８７９万９,０００円。
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２項手数料は、業者指定手数料と督促手数料を合わせて９,０００円を計上しております。

９８ページの３款国庫支出金１項国庫補助金１目下水道施設国庫補助金は、公共下水道施設機

能保全事業、久賀・大島処理区及び東和片添処理区に係る下水道事業の補助金として、３億

２,２５０万円を計上しております。

４款繰入金は、一般会計から２億６,１５０万３,０００円を繰り入れて財源調整をしておりま

す。

９９ページ、５款財産収入２項財産運用収入は、安下庄浄化センターの太陽光パネル屋根貸付

に係る建物貸付収入として、４万円を計上しております。

６款諸収入２項雑入では、秋地区農業集落排水汚水処理費の負担金等として１６０万２,０００円

を計上しております。

１００ページの７款町債は、特定環境公共下水道事業等に伴う下水道事業債４億１,６７０万

円及び下水道事業平準化債２,９００万円、過疎対策事業債として４億１,２５０万円を計上して

おります。

次に、歳出につきまして、１０１ページをお願いいたします。

１款公共下水費１項事務費１目総務管理費のうち、総務一般経費は１,８２０万７,０００円の

計上で、主なものといたしましては、１０２ページの１３節委託料のうち、公営企業会計法適化

移行支援業務に６４２万円、１９節負担金、補助及び交付金のうち、水道事業企業会計への収納

業務負担金として、人件費１名分の８３５万１,０００円を計上しております。

１０３ページ、２項事業費１目維持管理費は、維持管理経費として９,３０６万５,０００円を

計上し、安下庄及び東和片添地区公共下水道施設について維持管理を行うものでございます。

主なものといたしましては、１１節需用費のうち、電気・水道料の光熱水費１,４７６万円、

修繕費として、安下庄浄化センター汚泥脱水機のオーバーホールや活性炭の交換等の修繕費とし

て９４７万円、１３節委託料のうち、処理施設維持管理業務３,２８７万８,０００円及び汚泥処

理１,０２４万７,０００円でございます。

１０４ページの２目公共下水事業費のうち設備経費は、東和片添浄化センターの放流・流入流

量計の施設更新の費用として１,３７９万４,０００円を計上しており、東和片添地区公共下水道

事業は１億４,５１３万８,０００円を計上し、主なものといたしましては、１３節委託料の測量

設計業務費７,５００万円、１５節工事請負費７,０００万円でございます。

久賀・大島地区公共下水道事業は９億５,０７７万４,０００円を計上し、主なものといたしま

しては、１３節委託料の測量設計等の業務委託料９,３００万円、１５節工事請負費の５億

８６０万円、県過疎代行事業に対する町負担金として、１９節負担金、補助及び交付金に３億

４,０５２万７,０００円を計上しております。
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また、１０５ページに公共下水道施設機能保全事業として、長寿命化計画に基づき、安下庄浄

化センター及び東和片添浄化センターの施設更新の委託費として４,５００万円を計上しており

ます。

次に、１０５ページ、２款公債費は、起債償還元金として１億４,３３３万７,０００円、利子

として３,１３３万１,０００円、合わせて１億７,４６６万８,０００円を計上しており、

１０６ページの３款諸支出金は、過年度重複納付及び漏水減免還付金として１０万５,０００円、

４款予備費は５０万円の計上でございます。

以上が、議案第６号平成３１年度周防大島町下水道事業特別会計予算の概要でございます。

次に、議案第７号平成３１年度周防大島町農業集落排水事業特別会計予算について、御説明い

たします。予算書の３１ページをお願いいたします。

第１条に定めますとおり、歳入歳出予算の総額を２億９,２４３万９,０００円と定めるもので

あり、第２条により３５ページの第２表地方債のとおり、起債の目的、方法、利率及び償還の方

法を定め、その限度額を２,０１０万円と定めるものでございます。

次に、歳入歳出の主なものにつきまして御説明いたします。事項別明細書の１１７ページをお

願いいたします。

歳入の１款分担金及び負担金１項分担金１目農業集落排水事業費分担金は、現年度分と滞納繰

越分を合わせて７万３,０００円を計上しております。

２款使用料及び手数料１項使用料は、平成３０年度調定見込額等を考慮し、現年度分、滞納繰

越分、行政財産使用料を合わせて４,６９０万１,０００円を計上しております。

１１８ページの３款繰入金は、一般会計から２億２,５２７万７,０００円を繰り入れて財源を

調整しております。

４款財産収入２項財産運用収入は、４地区の汚水処理浄化センターの太陽光パネル屋根貸付に

係る建物貸付収入として８万２,０００円の計上でございます。

１１９ページの６款町債は、下水道事業債３２０万円、下水道事業債平準化債として１,６９０万

円を計上しております。

次に、歳出につきまして、１２１ページをお願いいたします。

１款農業集落排水費１項総務管理費１目総務管理費の総務一般経費は１,３６７万円の計上で、

主なものといたしましては、１３節委託料の公営企業会計法適化移行支援業務に３２１万円、

１９節水道事業企業会計への収納業務負担金として人件費１名分の８３５万１,０００円を計上

しております。

次に、１２２ページの２項事業費１目維持管理費は、１億３,３５５万１,０００円を計上して

おり、各処理区の施設維持管理を行うものでございます。
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主なものといたしましては、１１節需用費のうち、各浄化センターやマンホールポンプ場に係

る電気水道料の光熱水費として１,８１５万７,０００円、修繕費につきましては、和田処理区マ

ンホールポンプ場のポンプ修繕等の修繕費として９０４万３,０００円、１２節役務費のうち余

剰汚泥処理に要する手数料等を１,６５７万８,０００円、１３節委託料につきましては、処理施

設維持管理業務等８,２６７万４,０００円、１９節負担金、補助及び交付金では、秋地区汚水処

理負担金として１６０万２,０００円、２７節公課費では、消費税１５５万８,０００円を計上し

ております。

１２３ページの２目農業集落排水事業費においては、設備経費として、新規公共ますの設置工

事請負費９９万円を計上しております。

１２４ページ、２款公債費は起債償還元金１億１,６２６万５,０００円、利子２,２２９万

７,０００円、合わせて１億３,８５６万２,０００円を計上しており、３款諸支出金は過年度重

複納付及び漏水減免に係る還付金として１０万５,０００円、４款予備費として５０万円の計上

でございます。

以上が、議案第７号平成３１年度周防大島町農業集落排水事業特別会計予算の概要でございま

す。

続きまして、議案第８号平成３１年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計予算でございます。

予算書の３７ページをお願いいたします。

第１条に定めますとおり、歳入歳出予算の総額を６,２１１万８,０００円と定めるものであり、

第２条により４１ページの第２表地方債のとおり、起債の目的、方法、利率及び償還の方法を定

め、その限度額を下水道事業債１,０７０万円、過疎対策事業債５８０万円と定めるものでござ

います。

次に、歳入歳出の主なものについて御説明いたします。事項別明細書の１３５ページをお願い

いたします。

歳入につきまして、１款使用料及び手数料１項使用料は、平成３０年度調定見込額等を考慮し、

現年度分、滞納繰越分、行政財産使用料を合わせて３０２万２,０００円を計上しております。

２款県支出金１項県補助金１目漁業集落環境整備事業補助金は、浮島浄化センター改築詳細設

計業務等に伴う県費補助金で１,１００万円の計上でございます。

１３６ページ、３款繰入金は、一般会計から繰入金として３,１５９万円を計上し、財源を調

整しております。

１３７ページ、６款町債は、下水道事業債７００万円、下水道事業債平準化債３７０万円及び

過疎対策事業債５８０万円の計上でございます。

次に、歳出につきまして、１３９ページをお願いいたします。
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１款漁業集落排水費１項総務管理費１目総務管理費総務一般経費は３３６万１,０００円の計

上で、主なものといたしましては、１３節委託料として公営企業会計法適化移行支援業務に

３２１万円を計上しております。

２項事業費１目維持管理費は、浮島処理区の排水処理施設の維持管理を行うものでございまし

て、１,８８１万円を計上しております。

その主なものといたしましては、１１節需用費のうち、施設の光熱水費３００万円、マンホー

ルポンプ場通報装置取りかえ等の修繕費１９９万９,０００円、１３節委託料は、処理施設維持

管理業務として１,２０３万５,０００円の計上でございます。

２目漁業集落排水事業費の漁業集落環境整備事業の１３節委託料では、機能保全計画に伴う改

築詳細設計等に係る費用として２,２６７万１,０００円を計上しております。

１４１ページの２款公債費は、起債償還元金１,４９７万８,０００円及び利子１９８万

３,０００円の合わせて１,６９６万１,０００円、３款諸支出金は過年度重複納付及び漏水減免

に係る還付金等として１万５,０００円、４款予備費として３０万円を計上しております。

以上が、議案第８号平成３１年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計予算の概要でございま

す。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 暫時休憩いたします。

午後２時00分休憩

………………………………………………………………………………

午後２時11分再開

○議長（荒川 政義君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

先ほどの田中議員に対する質疑の答弁の補充をさせます。永田教育次長。

○教育次長（永田 広幸君） 先ほどの３１年度の一般会計における田中議員さんよりの御質問に

ついてでございますが、社会教育課の職員人件費総額につきまして、平成３０年度の職員人件費

は１億２,７４１万２,０００円、平成３１年度の職員人件費は１億３,０７１万２,０００円で、

前年度比３３０万円の減、率で２.５％の減となっております。（発言する者あり）

大変失礼いたしました。訂正させてください。

３１年度の職員人件費が１億２,７４１万２,０００円、３０年度の職員人件費は１億

３,０７１万２,０００円で、前年度比３３０万円の減、率で２.５％となっております。

失礼いたしました。

○議長（荒川 政義君） 次、中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） 議案第９号平成３１年度周防大島町渡船事業特別会計予算について、
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補足説明をいたします。

特別会計予算書の４３ページをお願いいたします。

第１条におきまして、歳入歳出予算の総額を７,８２３万７,０００円と定めております。

それでは、事項別明細書の１４５ページをお開きいただきます。まず歳入からでございます。

１款使用料及び手数料１項使用料は、前島航路１５４万９,０００円、情島航路１９８万

１,０００円、浮島航路１,０６０万２,０００円と見込み、合わせて１,４１３万２,０００円の

計上でございます。

２項手数料は手荷物等の手数料でありますが、３航路を合わせて２０９万２,０００円を計上

しております。

１４６ページの２款国庫支出金は、それぞれの航路に係る国庫補助金として２,６９９万

６,０００円を計上いたしました。

３款県支出金は、航路補助金として３,４７２万４,０００円の計上でございます。

１４７ページ、４款繰入金は、一般会計から２４万２,０００円を繰り入れることといたして

おります。

５款諸収入は、主に各航路の臨時船員に関する雇用保険料の個人負担分でございます。

１４９ページをお願いいたします。歳出でございます。

１款事業費１項事務費１目総務費の職員人件費は、１名分の計上でございます。

総務一般経費は、３航路運営のための事務経費の計上でございます。

１５０ページからの２項事業費１目前島航路運航費は２,１２３万５,０００円の計上で、職員

人件費及び賃金が主なものでございます。

１５２ページ、２目情島航路運航費も２,０３７万円の計上ですが、職員人件費及び賃金がそ

の主なものでございます。

１５３ページ、３目浮島航路運航費は２,９１９万５,０００円の計上で、職員人件費及び賃金

がその主なものでございます。

３航路合わせて、前年度比１,０９５万３,０００円の減、７,０８０万円の計上となっており

ますが、前年度のひらい丸に関する経費が大幅な減額の要因となっております。

１５５ページ、予備費は、昨年同様の２０万円の計上でございます。

以上が、議案第９号平成３１年度周防大島町渡船事業特別会計予算の概要でございます。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げ、補足説明を終わります。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。

議案第２号平成３１年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算について、質疑はございま
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せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。

議案第３号平成３１年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計予算について、質疑はござい

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

議案第４号平成３１年度周防大島町介護保険事業特別会計予算について、質疑はございません

か。砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） ５１ページの繰入金の中で、低所得者保険料軽減対策繰入金、説

明で基準額の０.５を０.４５にすることで国から入ったという御説明がありました。

３１年度では、これに加えてさらに町民税の非課税世帯に対して、基準額の０.４５％から

０.３％に下げる。これを第１段階として下げる。

第２段階で、非課税世帯で本人の収入が８０万円から１２０万円の人の、１号被保険者の保険

料を基準額の０.７５を０.５にする。

さらに、第３段階として、本人の年金収入が１２０万円以上の人に対して基準額の０.７５を

０.７にするのが打ち出されていますが、これに対する国からの繰り入れはまだないということ

なんでしょうか。

○議長（荒川 政義君） 平田健康福祉部長。

○健康福祉部長（平田 勝宏君） 砂田議員さんの御質問にお答えいたします。

今、御質問いただいた、さらなる保険料の軽減につきましては、国からはまだございません。

○議長（荒川 政義君） 砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 消費税が決まったあとということになるんでしょうか。

○議長（荒川 政義君） 平田健康福祉部長。

○健康福祉部長（平田 勝宏君） ことしの１０月の消費税率、これが１０％への引き上げと合わ

せて低所得者の保険料のさらなる軽減強化というのが予定されているというふうに聞いておりま

すが、今の介護保険料の軽減につきましては、国の政令によって規定されているわけですけど、

この政令が改正をされましたら周防大島町につきましても本町の介護保険条例を改正して、この

軽減率をあてはめた保険料にしていくという形になろうと思っております。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。
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次に、議案第５号平成３１年度周防大島町簡易水道事業特別会計予算について、質疑はござい

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

議案第６号平成３１年度周防大島町下水道事業特別会計予算について、質疑はございませんか。

砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） １０４ページの久賀・大島地区の公共下水道事業について伺いま

す。

今年度では、この下水道工事はどこまで進める予定なのか、どういう工事がされる予定なのか

伺います。

それと、下水道の工事、対象地域の個別の各家に対して、この公共下水に加入する範囲のお宅

に対して、今、どういう段階といいますか、もう既にそれぞれの家から下水をつなぐという了解

を取っている段階なのかどうか、その辺はいかがでしょうか。

○議長（荒川 政義君） 佐々木環境生活部長。

○環境生活部長（佐々木義光君） 平成３２年度の処理場の供用開始を目指しまして、今年度、ま

た平成３１年度につきましては代行事業、町におきましては面的整備を進めております。

早いところでは、椋野、久賀の西側、また、三蒲、進捗によっては小松等、一部供用開始の可

能性もございます。

個別の公共ます、それにつきましては面的整備を行いながら、その都度、その地区地区で業者

なり、職員が１件１件あたっております。

○議長（荒川 政義君） 砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 公共下水の場合は、農排やら、漁排とちょっと法律なんかが違っ

て、その対象地域になると、ほぼ強制的にといいますか、加入が原則になっているというような

ことも以前伺ったこともあるんですが、対象地域の中には、うちはもう自分が亡くなったらこの

家は空き家になるからとか、そういう方も椋野とか、三蒲とかの方からも実際に直接伺ったこと

もあるんですが、そうした状況といいますか、公共下水工事をするにあたって、果たして加入者

がどういうふうな動向になっているのか、その辺はいかがでしょうか。

○議長（荒川 政義君） 江本下水道課長。

○下水道課長（江本 達志君） 詳細設計を進めていく段階で、受益者の方には公共ますの設置申

請書というのを出していただくということでございます。それで設計のほうは進めておりますし、

対象のエリアに入っているところについては、それが農地であれば、農地とか、今、現に家が建

っていなくて住んでなければ支払い猶予というような制度もございますのでそれで対応しており
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ますし、例えば、合併浄化槽を今使われておって、今すぐにはつなぎこみができない、したくな

いという方もいらっしゃるというふうには認識はしております。

ただ、町といたしましては、整備を進めていく上で、なるべく加入していただかないと経営も

苦しくなりますので、そういうふうなＰＲなり、対応は取っていこうというふうに考えておりま

す。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第７号平成３１年度周防大島町農業集落排水事業特別会計予算について、質疑はございま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第８号平成３１年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計予算について、質疑はございま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第９号平成３１年度周防大島町渡船事業特別会計予算について、質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

お諮りします。平成３１年度周防大島町特別会計予算、議案第２号から議案第９号までの質疑

が終結しましたので、議案第２号から議案第９号までの８議案を、配付してあります議案付託表

により、所管の常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 異議なしと認めます。よって、議案第２号から議案第９号までの８議案

を、配付いたしました議案付託表とおり、所管の常任委員会に付託することに決定しました。

なお、討論、採決は、会期中の最終日の本会議といたします。

────────────・────・────────────

日程第１０．議案第１０号

○議長（荒川 政義君） 日程第１０、議案第１０号平成３１年度周防大島町水道事業特別会計予

算を議題とします。

補足説明を求めます。佐々木環境生活部長。

○環境生活部長（佐々木義光君） それでは、議案第１０号平成３１年度周防大島町水道事業特別
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会計予算につきまして、補足説明をいたします。

平成３１年度周防大島町水道事業特別会計予算書の１ページをお願いいたします。

第１条は、総則でございます。

第２条は、業務の予定量について定めております。給水件数を１万１,０００件、年間総配水

量を２２０万立方メートル、１日平均配水量を６,０１１立方メートルとし、主要な建設改良事

業を、水道管移設事業３９５万円、施設更新事業２８０万円としております。

第３条は、収益的収入及び支出の予定額について定めるもので、収入につきましては、第１款

水道事業収益を８億６,１１０万８,０００円とし、内訳といたしまして、第１項営業収益３億

９,５１９万５,０００円、第２項営業外収益４億６,５９１万２,０００円、第３項特別利益を

１,０００円とし、支出につきましては、第１款水道事業費用８億２,０９０万とび２万

３,０００円とし、内訳といたしまして、第１項営業費用７億９,０９０万８,０００円、第２項

営業外費用３,７８１万５,０００円、第３項予備費３０万円としております。

２ページの第４条は、資本的収入及び支出の予定額を定めるもので、収入につきましては、第

１款資本的収入を５９０万円とし、内訳といたしまして、第１項企業債２８０万円、第２項負担

金３１０万円とし、支出につきましては、第１款資本的支出１億８,６０１万７,０００円とし、

内訳といたしまして、第１項建設改良費６７５万円、第２項企業債償還金１億７,９１６万

７,０００円、第３項予備費１０万円としております。

なお、資本的収入額が資本的支出に対し不足する額１億８,０１１万７,０００円は、消費税及

び地方消費税資本的収支調整額３３万２,０００円、過年度分損益勘定留保資金１億６,８８９万

９,０００万円、当年度分損益勘定留保資金１,０８８万６,０００円で補填するものでございま

す。

第５条は、企業債について定めるもので、起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方

法を定めており、内訳といたしまして、送水ポンプ更新に伴う施設更新事業について、限度額を

２０８万円としております。

第６条では、一時借入金の限度額を７,０００万円と定め、第７条では、予定支出の各項の経

費の金額を流用することができる場合として、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合、営業

費用及び営業外費用の間の流用を定めています。

第８条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員給与費８,９９９万

円と定め、第９条は、他会計からの補助金として、水道事業健全財政運営のため、一般会計から

この会計へ補助を受ける金額を４億１,０５５万９,０００円と定めています。

第１０条では、器具費や材料費等のたな卸資産購入限度額を７２９万円としています。

付属資料といたしまして、５ページ以降に予算説明書などを添付しております。
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以上が、議案第１０号平成３１年度周防大島町水道事業特別会計予算の補足説明でございます。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。

議案第１０号平成３１年度周防大島町水道事業特別会計予算について、質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

その前に１カ所訂正が。わかっちょる。（「はい」と呼ぶ者あり）

○環境生活部長（佐々木義光君） 大変失礼いたしました。

支出につきまして、第１款水道事業費を、先ほど８億９０２万３,０００円と申し上げました

が、正しくは８億２,９０２万３,０００円が正解でございます。

訂正しておわびさせていただきます。どうも済みませんでした。

○議長（荒川 政義君） お諮りいたします。平成３１年度周防大島町水道事業特別会計予算の質

疑が終結しましたので、議案第１０号を、昨日、配付しております議案付託表により、所管の常

任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 異議なしと認めます。よって、議案第１０号を、昨日、配付いたしまし

た議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託することに決定しました。

なお、討論、採決は、会期中の最終日の本会議といたします。

────────────・────・────────────

日程第１１．議案第１１号

○議長（荒川 政義君） 日程第１１、議案第１１号平成３１年度周防大島町病院事業特別会計予

算を議題とします。

補足説明を求めます。石原病院事業管理者。

○病院事業管理者（石原 得博君） 議案第１１号平成３１年度周防大島町病院事業特別会計予算

の補足説明を申し上げます。

お手元の平成３１年度周防大島町病院事業特別会計予算書の１ページをお開きください。

第１条は、総則でございます。

第２条は、業務の予定量について定めております。

病床数、定員につきましては、平成３０年度予算からの変更はございません。

病院の入院患者数は、３病院計８万５２０人で、次に２ページをお願いします。外来患者数は、

計１０万２,６６６人を見込み、介護老人保健施設の利用者数は、２老健合計で、入所４万

３,９２０人、通所４,５６０人を見込んでおります。
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次の３ページをお願いします。

大島看護専門学校の学生数は、１、２、３学年の計１１４人を見込んでおります。

主要な建設改良事業につきましては、後ほど第４条の資本的収入及び支出で御説明申し上げま

す。

４ページをお開きください。

第３条は、収益的収入及び支出について定めるもので、業務の予定量に基づきまして、収入を

合計５５億４,６１２万６,０００円。

５ページをお願いいたします。

支出を合計５５億４,５８２万６,０００円と見込んでおります。

次に６ページをお開きください。

第４条は、資本的収入及び支出について定めるもので、資本的収入を合計２億８,９６０万円、

支出を７ページに記載しておりますように、合計９億４,６４３万１,０００円と見込んでおりま

す。

６ページ冒頭に記載しておりますように、資本的収入額が資本的支出額に不足する６億

５,６８３万１,０００円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額１,５８３万５,０００円、

損益勘定留保資金６億４,０９９万６,０００円で補填するものとします。

収入につきまして、東和病院の企業債２億１００万円、橘病院の企業債２,４５０万円、大島

病院の企業債５,１６０万円、大島看護専門学校の企業債１,２５０万円は、改修工事及び医療機

器整備のための、病院事業債及び過疎債借り入れを見込み計上しております。

支出につきまして、東和病院の建設改良費１億２,６０３万４,０００円は電子カルテほか２品

目の機器整備を、企業債償還金２億７,３０３万円は平成３１年度中の償還予定額を見込み計上

しております。

橘病院の建設改良費１,８００万５,０００円は一般撮影システムほか３品目の機器整備を、企

業債償還金の１億６３７万６,０００円は平成３１年度中の償還予定額を見込んでおります。

大島病院の建設改良費４,２３４万９,０００円は院内ＬＡＮ機器更新工事の改築工事と全自動

錠剤分包機ほか３品目の機器整備を、企業債償還金２億５,３０４万１,０００円は平成３１年度

中の償還予定額を見込んで計上しております。

やすらぎ苑の建設改良費５５万８,０００円はリハビリ機器ほか１品目の機器整備を、企業債

償還金４,８４５万２,０００円は平成３１年度中の償還予定額を見込んでおります。

７ページをご覧いただきまして、さざなみ苑につきましては、企業債償還金３,０４９万

４,０００円を平成３１年度中の償還予定額と見込み計上しております。

大島看護専門学校につきましては、企業債償還金４,８０９万２,０００円は、平成３１年度中
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に償還する予定額を見込み計上しております。

第５条は、企業債について定めるもので、借入限度額を４億３,６５０万円と定めております。

第６条は、一時借入金の限度額を１０億円と定めております。

第７条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を定めるもので、８ページに

またがりますが、給与費３１億２,８５５万円、交際費２４０万円を計上しております。

第８条は、他会計からの補助金について定めるもので、計１２億５,８８７万円の繰り入れを

予定しております。

第９条は、薬品や診療材料等のたな卸資産の購入限度額を定めております。

９ページをご覧いただきまして、業務の予定量に基づき１０億４,６２４万８,０００円を見込

んでおります。

第１０条は、重要な資産の取得及び処分について定めるもので、取得する資産として、構築物

１品目、機械４品目をあげております。また、処分する資産として、機械３品目をあげておりま

す。

付属資料といたしまして、１０ページ以降に予算に関する説明書を添付してございます。

以上が、平成３１年度周防大島町病院事業特別会計予算の内容でございます。どうか、よろし

く御審議いただき、御議決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明を終わらせていただき

ます。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。

議案第１１号平成３１年度周防大島町病院事業特別会計予算について、質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りいたします。平成３１年度周防大島町病院事業特別会計予算の質疑が終結しましたので、

議案第１１号を、昨日、配付いたしました議案付託表により、所管の常任委員会に付託すること

にしたいと思います。御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 異議なしと認めます。よって、議案第１１号を、昨日、配付いたしまし

た議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託することに決定しました。

なお、討論、採決は、会期中の最終日の本会議といたします。

────────────・────・────────────

日程第１２．議案第１２号

日程第１３．議案第１３号

日程第１４．議案第１４号
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日程第１５．議案第１５号

日程第１６．議案第１６号

日程第１７．議案第１７号

日程第１８．議案第１８号

日程第１９．議案第１９号

日程第２０．議案第２０号

日程第２１．議案第２１号

日程第２２．議案第２２号

○議長（荒川 政義君） 日程第１２、議案第１２号平成３０年度周防大島町一般会計補正予算

（第１０号）から、日程第２２、議案第２２号平成３０年度周防大島町病院事業局企業会計補正

予算（第２号）までの１１議案を一括上程し、これを議題とします。

質疑は３月５日の本会議で終了しておりますので、これから討論、採決に入ります。

議案第１２号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第１２号平成３０年度周防大島町一般会計補正予算

（第１０号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

議案第１３号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第１３号平成３０年度周防大島町国民健康保険事業

特別会計補正予算（第３号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

議案第１４号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第１４号平成３０年度周防大島町後期高齢者医療事

業特別会計補正予算（第３号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めま

す。
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〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

議案第１５号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第１５号平成３０年度周防大島町介護保険事業特別

会計補正予算（第３号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

議案第１６号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第１６号平成３０年度周防大島町簡易水道事業特別

会計補正予算（第３号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

議案第１７号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第１７号平成３０年度周防大島町下水道事業特別会

計補正予算（第３号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

議案第１８号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第１８号平成３０年度周防大島町農業集落排水事業

特別会計補正予算（第３号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

議案第１９号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第１９号平成３０年度周防大島町漁業集落排水事業

特別会計補正予算（第２号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

議案第２０号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第２０号平成３０年度周防大島町渡船事業特別会計

補正予算（第３号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

議案第２１号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第２１号平成３０年度周防大島町水道事業企業会計

補正予算（第３号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

議案第２２号、討論はございませんか。砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 反対討論を行います。

今回の補正予算では、定期昇給の延伸に伴うものとして４６７万９,０００円の減額が含まれ

ています。これまで町内の病院職員等の給与が、近傍同種の病院に比べて高いというのが給与引

き下げの根拠の１つとして主張されてきましたけれども、実際にはそれを裏付ける確かな数字は

ないことがわかり、根拠の１つは崩れています。

病院の赤字の原因が職員には責任がないにもかかわらず、赤字対策のトップが職員の給与に手

をつけるなど、安易としか言えません。その職員の定期昇給をストップすることには、断じて同

意できません。

以上の理由で本案に反対をいたします。

○議長（荒川 政義君） 次に、賛成討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 反対討論はございませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第２２号平成３０年度周防大島町病院事業局企業会

計補正予算（第２号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

○議長（荒川 政義君） 以上で、本日の日程は全部議了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

次の会議は、３月１９日火曜日、午前９時３０分から開きます。

○事務局長（舛本 公治君） 御起立願います。一同、礼。

午後２時50分散会

──────────────────────────────


